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経済企業委員会会議録 

 

令和元年１０月７日 月曜日 

  午前１０時００分開議 

  午後 ３時１４分閉議（実時間２５３分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第７８号・平成３０年度八代市一般会

計歳入歳出決算（関係分） 

１．議案第８２号・平成３０年度八代市簡易水

道事業特別会計歳入歳出決算 

１．議案第８７号・平成３０年度八代市久連子

財産区特別会計歳入歳出決算 

１．議案第８８号・平成３０年度八代市椎原財

産区特別会計歳入歳出決算 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  村 川 清 則 君 

副委員長  谷 川   登 君 

委  員  上 村 哲 三 君 

委  員  鈴木田 幸 一 君 

委  員  田 方 芳 信 君 

委  員  野 﨑 伸 也 君 

委  員  山 本 幸 廣 君 

 

※欠席委員          君 

 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 監査委員       江 﨑 眞 通 君 

 会計管理者      秋 田 壮 男 君 

 農林水産部長     沖 田 良 三 君 

  農林水産部次長   竹 見 清 之 君 

  農林水産政策課長  豊 田 浩 史 君 

  泉農林水産地域事務所長 前 田 浩 信 君 

  理事兼農業振興課長 小 堀 千 年 君 

  水産林務課長    中 川 俊 一 君 

 経済文化交流部長   山 本 哲 也 君 

  経済文化交流部次長 中   勇 二 君 

  経済文化交流部次長 岩 崎 和 也 君 

  理事兼 
            南   和 治 君 
  国際港湾振興課長 
 

  商工政策課長    田 中   孝 君 

  観光振興課長    田 中 辰 哉 君 

 部局外 

  水道局長      松 田 仁 人 君 

  水道局主幹兼 
            池 田 尚 武 君 
  簡易水道係長 
 
                              

○記録担当書記     中 川 紀 子 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（村川清則君） おはようございます。

（｢おはようございます」と呼ぶ者あり） 

 定刻となり、定足数に達しましたので、ただ

いまから経済企業委員会を開会いたします。 

 本日は、本委員会に付託されました決算議案

につきまして、閉会中審査を行うことといたし

ております。 

 審査に入ります前に、まず、決算審査の進め

方について御説明いたします。 

 まず、審査方法についてですが、９月３０日

の本委員会でも報告いたしましたが、まず、一

般会計決算の歳出及び各特別会計決算の歳出の

審査については、平成３０年度における主要な

施策の成果に関する調書及び土地開発基金の運

用状況に関する調書に基づいて、また、各特別

会計の歳入の審査については、平成３０年度八

代市特別会計歳入歳出決算書に基づいて説明を

聴取し、監査委員からの審査意見書も含めたと

ころで質疑を行うことといたしております。 

 また、審査の流れといたしましては、それぞ

れの決算ごとに質疑、討論、採決を行う予定と

いたしております。 
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 そのほかの審査方法については、お手元に配

付しておりますような方法で進めさせていただ

きますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、審査日程についてですが、事前に配付

の日程表のとおり、審査の進行によっては、予

定している審査項目を１０月１６日の予備日に

繰り越すことも考えられます。 

 以上、本委員会の審査がスムーズに進みます

よう、委員の皆様方の御協力をお願いいたしま

す。 

                              

◎議案第７８号・平成３０年度八代市一般会計

歳入歳出決算（関係分） 

○委員長（村川清則君） それでは、本委員会

に付託されております決算議案４件の審査に入

ります。 

 まず、議案第７８号・平成３０年度八代市一

般会計歳入歳出決算中、当委員会関係分を議題

とし、執行部より説明を求めます。 

 それでは、第５款・農林水産業費及び第１０

款・災害復旧費中、農林水産部関係分につい

て、農林水産部からの説明を願います。 

○農林水産部長（沖田良三君） 皆さん、おは

ようございます。（｢おはようございます」と

呼ぶ者あり） 

 それでは、第５款・農林水産業費につきまし

て、まず私のほうから全体的な総括をさせてい

ただきます。着座にてよろしいでしょうか。 

○委員長（村川清則君） どうぞ。 

○農林水産部長（沖田良三君） それでは、初

めに、事業の推進に当たりましては、八代市総

合計画における重点戦略に掲げる農林水産業の

さらなる振興を実現するため、国や県の補助事

業を活用しながら、活力ある産業と雇用の創出

による魅力に満ちたまちづくり、さらに災害に

強く安全・安心なまちづくりのための農村環境

の整備を進めるため、５つの組織目標を掲げ各

種の施策に取り組んでおります。 

 具体的に御説明しますと、まず１点目に、農

林水産業の新規担い手の確保・育成の支援では、

農業部門におきましては、本市の営農支援員に

よる巡回訪問を実施し、新規就農者の支援や経

営改善に向けた助言等を行っております。その

結果、平成３０年度における新規就農者数は３

８名で、担い手の育成、確保につながっており

ます。 

 さらに、同年９月からは、県、市、ＪＡでサ

ポートチームを組織し、経営・技術、資金、農

地の３つの部門において、連携して新規就農者

のフォローアップも行い、確実な定着に努めて

おります。 

 また、中山間地域におきましては、集落によ

る農地の維持、保全に取り組む３２地区の支援

としまして中山間地域直接支払事業を実施し、

また、鶴喰、泉町西部、五反田、二見野田崎地

区が県の中山間農業モデル地区に指定され、地

域農業の維持、発展のため、地域の実情に即し

た将来にわたる農業ビジョンを策定し、必要な

基盤整備や施設整備への取り組みを支援してお

ります。 

 ２つ目に、食に関するあらゆる産業が活性化

したフードバレーやつしろの取り組みとしまし

て、まず国内流通では、企業やメーカー等を訪

問してのマッチングを行い、３８件の新規成約

となっております。また、福岡市内のホテルや

飲食店、パン製造メーカーを訪問し、食品の提

案や情報交換を行い、サンプル等の提供も行っ

ております。また、首都圏におきましては、ア

ドバイザーと連携し食品製造事業者への食材提

供を行っております。 

 海外輸出では、台湾で開催されます国際的な

食品見本市であるフード台北２０１８に市内４

事業者が出展し、ドレッシングや調味料、大麦

加工品の新規成約、輸出につながり、同じく台

湾基隆市での県南フードバレーフェアでのＰＲ

にも力を入れております。 
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 また、香港で、熊本レストランでのＰＲイベ

ントやイオンストアでの晩白柚フェアを開催し、

本市農林水産物の認知度向上による輸出品目の

拡大に取り組んでおります。 

 農林水産物の６次産業化では、新商品開発に

かかわる支援を行っております。実績としまし

ては、晩白柚ラスクやトマト甘酒、不知火甘酒

など６商品が開発され、上々の評価をいただき

ました。なお、開発途中の商品も７品目ほどあ

り、今年度商品化されるものもございます。 

 ３つ目に、ＩＣＴ技術の活用による高性能農

業の推進でございます。高収益な作物、栽培体

系への転換を図るためＩＣＴ技術の活用としま

して、二酸化炭素管理システムなどハウスの自

動制御システムやＧＰＳを利用した薬剤散布用

マルチローター、いわゆるドローンでございま

すが、などの先端技術の導入につきまして、国

や県の補助事業を活用しまして支援を行ってお

ります。 

 また、ＩＣＴ技術の導入を促進するため、国

の動向を注視しながら、関係団体への情報提供

や普及に向けた研究や導入方針を検討している

ところでございます。 

 ４つ目に、イグサ刈取機、ハーベスタの導入

支援とカセット式移植機の生産再開に向けた取

り組みを行っております。 

 まず、生産中止となっておりましたハーベス

タにつきましては、平成２９年度からの３カ年

事業として、国の補助を活用しながら、県、市

においては、いぐさ・畳表生産体制強化支援事

業としまして導入支援を行ってきたもので、今

年度までに１０１台が導入されております。 

 また、同じく生産中止となっておりますカセ

ット式移植機につきましても生産再開に向けま

して、県やＪＡ等と連携して、メーカーのクボ

タや国への要望活動を行いながら協議を進めて

おります。 

 ５つ目に、農村環境の整備としましては、市

の単独事業や日本政策金融公庫からの融資事業

により、市内一円の排水路や農道の改良を実施

するとともに、県営土地改良事業での事業推進

にも取り組んでおります。 

 また、事務事業にはございませんが、八代平

野の農業を支える球磨川からの用水源である遥

拝頭首工と幹線用水、さらには、農地のみなら

ず住宅地を含めた排水対策を担う排水機場の老

朽化に伴う更新事業の採択に向けまして、国、

県、関係土地改良区とともに、地元説明会を実

施し、受益農家の同意徴集を経まして、採択申

請を行い、昨年１２月に国営八代平野土地改良

事業として事業が確定をしております。 

 本市の農業のさらなる振興に欠かすことので

きない、特に重要な農業用用排水施設が国の直

轄事業で長寿命化対策が行われることとなり、

本市農業のさらなる振興と安全・安心な市民生

活に寄与するものと期待をしております。 

 次に、重点目標以外の取り組みといたしまし

て、林業関係では、道整備交付金事業としまし

て、坂本、泉、東陽町管内の林道ののり面や舗

装工事を行っております。また、３０年度から

の新規事業としまして、坂本町管内の市有林の

間伐を促進するため、林業専用道化事業にも着

手をしております。 

 また、有害鳥獣被害対策としまして、鳥獣被

害対策実施隊を中心にシカ、イノシシの捕獲に

よる農林産物被害の減少に努め、３０年度はシ

カ２４３８頭、イノシシ９７９頭の捕獲実績と

なっております。 

 さらに、近年、本市の沿岸部で被害が拡大し

ているカモ類による露地野菜やアサリなどの水

産資源への食害対策としまして、３０年度から

カモ類を捕獲の対象に加え、鏡地先や金剛地先

におきまして海上から延べ６回、２４４羽の捕

獲をいたしております。 

 次に、水産業では、カモ、ナルトビエイによ

るアサリの食害に特に効果を発揮している被覆
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網の設置を推進してきた結果、漁獲量も５５ト

ンまで回復し、鏡や二見、郡築地先では、期間

は限定的ではありましたが、観光潮干狩りや地

元小学生による潮干狩り体験も開催されるなど

成果が見え始め、その後も順調に推移している

ことから、さらなる漁獲の増加が見込まれてお

ります。 

 また、内水面関係では、アユやヤマメ、ウナ

ギなどの放流を行っておりますが、３０年度は、

球磨川の仔アユのすくい上げ量が５年ぶりに２

００万尾に達するなど明るい兆しも見え始めた

ところです。 

 次に、地籍調査事業でございますが、地籍調

査は、公共事業や土地取引、課税の適正化、土

地に関するトラブルの未然防止など市政の基礎

となる重要な事業で、これまでに市域の５９％

の調査が完了しております。 

 しかしながら、現在の事業費ベースで推定し

ますと、市内全域での事業完了には、さらに今

後３０年程度が見込まれるところで、執行体制

と事業予算の確保に努め、一日も早く完了する

よう、鋭意取り組んでまいります。 

 最後に、市長部局外ではございますが、農業

委員会につきましては、平成３０年８月１日に、

平成２８年度の改正農業委員会法の施行後、初

となる改選が行われております。 

 新たな制度での委員数は、改正前の３７名か

ら１９名に削減されたものの、農地利用の最適

化を強化するため、担当地区ごとに、新たに農

地利用最適化推進員として２９名が任命され、

合わせて４８名の体制で、より一層、地域に密

着した対応や農地転用に係る現地調査、遊休農

地の確認や耕作放棄地の解消など、連携して取

り組んでまいります。 

 以上で、第５款・農林水産業費に係る総括と

させていただきます。 

 なお、各事業の詳細につきましては、竹見次

長より説明いたさせますので、御審議方よろし

くお願いいたします。 

○農林水産部次長（竹見清之君） おはようご

ざいます。(｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）農林水産部の竹見でございます。よろしく

お願いいたします。 

 それでは、歳出のうち、農林水産業費及び災

害復旧費につきまして、平成３０年度における

主要な施策の成果に関する調書（その１）及び

一般会計歳入歳出決算書を用いまして、着座に

て御説明いたします。よろしいでしょうか。 

○委員長（村川清則君） どうぞ。 

○農林水産部次長（竹見清之君） 主要な施策

の成果に関する調書の説明は、まず、票中の左

上にあります事務事業名を申し上げます。そし

て、事業内容、決算額、特定財源及び今後の方

向性の順に説明いたします。最後に、決算書を

用いまして、主な流用額の説明を行います。 

 それでは、款５・農林水産業費の主な事業に

ついて順次説明いたします。 

 調書の８４ページをお願いいたします。 

 まず、上段の農業委員会事務事業は、農地等

の利用の最適化の推進を初め、農地法に基づく

農地の売買、賃借の許可、農地転用の許可、遊

休農地の調査指導など、農地に関する事務の執

行を行うものです。 

 決算額は２５７０万８０００円で、農業委員、

農地利用最適化推進委員の報酬、費用弁償が主

なものです。 

 なお、特定財源として県支出金６２２万２０

００円、その他特定財源として手数料２１万５

０００円があります。 

 不用額の５３１万８０００円は、補助金交付

額の減額に合わせて執行残となったものが主な

要因です。 

 今後の方向性としては、現行どおり市による

実施とし、農地法に基づく許可申請に対する厳

正な審議、適正な事務の執行及び農地利用の最

適化の推進に取り組んでいくこととしておりま
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す。 

 下段の農業次世代人材投資事業は、２９年度

までの青年就農給付金事業でございます。農業

従事者の高齢化が急速に進展する中、持続可能

な力強い農業を実現するためには、青年就農者

の確保、育成が重要であることから、就農直後

の経営が不安定な初期段階に資金を交付し、就

農意欲の喚起と定着を図るものです。 

 決算額は９４２３万８０００円で、６３経営

体に交付しております。 

 なお、特定財源として、全額県支出金となっ

ております。 

 不用額の１７５１万２０００円は、所得要件

による減額、停止と、当初より見込みが少なか

ったことが主な要因となっております。 

 今後の方向性として、現行どおり市による実

施とし、今後とも本事業を活用し、青年農業者

の確保に努めるとともに、就農後の定着に向け

た支援についても、関係機関との連携を密にし、

取り組んでまいります。 

 次に、８５ページをお願いいたします。 

 上段の、い業振興対策事業は、本市のイ業振

興を図るため、市内在住者が八代産畳表の張り

かえを行う際、１畳当たり１０００円、上限１

万６０００円を助成する畳表張替え促進事業と、

市内在住のイグサ畳表生産者が使用する専用機

械の修理、再生に要する費用に対して助成する、

い業機械再生支援事業を実施し、また、熊本県

いぐさ・畳表活性化連絡協議会への負担金を支

出しております。 

 決算額は２８３０万７０００円で、内訳とし

まして、畳表張りかえの申請４７１件に対し、

５２９７枚分の５２９万７０００円を助成、い

業機械再生支援事業では、２０２件に対し、１

９３８万７０００円を補助、熊本県いぐさ・畳

表活性化連絡協議会への負担金１４０万１００

０円が主なものです。 

 なお、財源は、全額一般財源となっています。 

 不用額の３８９万６０００円は、い業機械再

生支援事業において、当初の見込みに対して申

請が少なかったことによるものです。 

 今後の方向性として、現行どおり市による実

施とし、畳表張替え促進事業及びい業機械再生

支援事業とも成果が得られていることから、現

行での事業継続を予定しております。 

 下段の、いぐさ・畳表生産体制強化緊急対策

事業は、イグサ、畳表に関連する共同利用機械

の導入支援や畳表トレーサビリティ導入支援及

びイグサハーベスタ導入に対しての緊急支援な

どを実施しております。 

 決算額は８７９６万円で、３カ年で１００台

の計画での製造が再開されたハーベスタのうち、

平成３０年度分の３０台の導入に対して助成を

行ったものです。 

 なお、特定財源として、県支出金４３９８万

円とハーベスタ導入に際しての氷川町の負担分

５８６万４０００円があります。 

 不用額２０１６万４０００円は、共同利用を

目的とした機械導入等の補助に対して、申請が

なかったことが主なものです。 

 今後の方向性としては、現行どおり市による

実施とし、省力化と共同利用の推進を継続し、

生産効率の向上を図り、産地を維持することと

しております。 

 ８７ページをお願いいたします。 

 上段の八代市農地集積対策事業は、新規に５

年以上の賃借権を設定し、一定規模以上の農地

集積を行った農業者に対して、機械導入経費の

２分の１、上限１００万円を補助する農地集積

者支援事業と、農地中間管理機構を利用して新

規に５年以上の賃借権が成立した場合、農地の

貸し手に対して、１０アール当たり平野部で２

万円、中山間地域で３万５０００円の助成を行

う機構利用促進事業を実施しております。 

 決算額は２０８６万円で、農地集積者支援事

業は１５件に対し、１４６２万５０００円の補
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助、機構利用促進事業は５８件に対し、６２３

万５０００円の助成を行っております。 

 なお、財源は、全額一般財源となっておりま

す。 

 不用額の３５６万７０００円は、当初の見込

みに対して、申請が少なかったことによるもの

です。 

 今後の方向性としては、現行どおり市による

実施とし、集積・集約面積の実績を鑑みながら

事業要件等の見直しを行い、担い手への農地集

積を図ってまいります。 

 ８８ページをお願いいたします。 

 上段の農業生産総合対策事業は、農産物の高

品質・高付加価値化、低コスト化及び食品流通

の効率化、合理化等、地域における生産から流

通、消費までの対策を総合的に支援するもので

す。 

 決算額は１９億３１７９万４０００円で、現

年分と繰り越し分を合わせて、低コスト耐候性

ハウス９８棟、乾燥調製施設１施設に対して助

成を行っております。 

 なお、特定財源として、全額県支出金となっ

ております。 

 また、繰越額２億７８５０万円は、東京オリ

ンピックを初めとする大規模事業等の影響によ

り資材の確保がおくれ、年度内完成が困難とな

ったことによるもので、不用額の１億５３７３

万６０００円は、入札残が主なものです。 

 今後の方向性としては、現行どおり市による

実施とし、国の間接補助を活用するため、適切

な事務処理に努めることとしております。 

 下段の中山間地域等直接支払制度事業は、農

業生産条件の不利な中山間地域において、高齢

化や後継者不足等により耕作放棄地が増加して

いることから、農地の多面的な機能の低下を防

止し集落機能の維持を図るため、共同活動の推

進、担い手の育成などの活動に取り組む集落に

直接交付金を支払うものです。 

 決算額は３１２４万９０００円で、旧八代市

４地区、坂本町９地区、東陽町１７地区、泉町

２地区、合計３２地区が事業に取り組み、協定

面積は２１１.３ヘクタールとなっております。 

 なお、特定財源として、県支出金２２０９万

７０００円があります。 

 今後の方向性としては、現行どおり市による

実施とし、令和２年度からの次期対策に向けて、

高齢化等による担い手不足により協定面積を縮

小する集落が出ることが懸念されることから、

各集落の取り組みのフォローアップを行い、農

地の保全に取り組んでいくこととしております。 

 少し飛びまして、９１ページをお願いいたし

ます。 

 下段の担い手確保・経営強化支援事業（繰越

分）は、農地中間管理機構を活用して農地の集

積・集約化に取り組む人・農地プラン策定地区

において、売上高の拡大や経営コストの縮減に

意欲的に取り組む担い手が融資を受けて行う農

業用機械・施設の導入を支援するものです。 

 決算額は６１４８万２０００円で、ハウス３

棟、２６３１万５０００円、トラクター６台、

１３０９万８０００円、乗用管理機２台、４１

１万７０００円が主なものです。 

 なお、特定財源として、全額県支出金となっ

ております。 

 不用額８９５万５０００円は、見積もり合わ

せによるものです。 

 今後の方向性としては、現行どおり市による

実施とし、意欲的な農業者の経営発展を支援す

るため、事業実施に向けて適切に取り組んでい

くこととしております。 

 ９２ページをお願いします。 

 上段の山村振興関係事業は、中山間地域の農

業のさまざまな課題に取り組むため、地域がみ

ずから取り組む農業ビジョンの策定及び農業ビ

ジョンに基づく基盤整備や施設整備等の実施を

支援するものです。 
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 決算額は２０７９万３０００円で、坂本町鶴

喰地区に７００万円、東陽町五反田地区に７１

２万円、泉町西部地区に６６７万３０００円を

交付しております。 

 なお、特定財源として、全額県支出金となっ

ています。 

 今後の方向性としては、現行どおり市による

実施とし、他の地区への波及効果を目指すとと

もに、意欲のある地域には同様の支援が行われ

るよう取り組んでまいります。 

 下段の産地パワーアップ事業は、産地パワー

アップ計画に基づき、意欲ある農業者が高収益

な作物・栽培体系への転換を図るための取り組

みを支援するもので、支援内容として、乾燥調

製施設、育苗施設、集出荷貯蔵施設等の導入に

関する整備事業と、リース生産方式による農業

機械、資材等の導入に関する基金事業がありま

す。 

 決算額は４億１３０８万８０００円で、現年

分として、ミニトマト用高度技術導入施設の整

備ほかで９５２６万８０００円、前年度からの

繰り越し分として鉄骨硬質フィルムハウス５棟

の導入に３億１７８２万円を補助しております。 

 なお、特定財源として、全額県支出金となっ

ています。 

 翌年度への繰越額５６３５万６０００円は、

西日本豪雨及び台風被害により資材の確保がお

くれたことと、国の追加補正で、工期不足から

年度内の完了が困難となったためです。 

 不用額の３６１７万１０００円は、入札残が

主なものです。 

 今後の方向性としては、現行どおり市による

実施とし、国の間接補助を活用するため、適切

な事務処理に努めることとしております。 

 ９４ページをお願いします。 

 上段のフードバレー６次産業化等推進事業は、

フードバレーやつしろの地域ブランドづくりを

推進するため、八代市６次産業化推進アドバイ

ザーを核とした６次産業化・農商工連携による

新商品開発支援や地域内特産品の高付加価値化

支援等を取り組むものです。また、くまもと県

南フードバレー推進協議会との連携を図り、市

内農林水産業者や商工業者の新たなチャレンジ

意欲の喚起を行いました。 

 決算額は８０９万２０００円で、６次産業化

推進アドバイザー委託料３３４万円、くまもと

県南フードバレー推進協議会負担金４２２万３

０００円が主なものでございます。 

 なお、特定財源として、地方創生推進交付金

１６７万円があります。 

 今後の方向性としては、現行どおり市による

実施とし、関係団体と連携して６次産業化を推

進し、八代の知名度向上を図り、さらに、相談

回数をふやすなど事業者の意欲喚起を行ってい

くこととしています。 

 下段の収穫体験事業は、平成３０年度からの

新規事業で、本市の農林水産物を観光素材に捉

え、収穫体験等を提供する仕組みを整備するこ

とで、地域ににぎわいをもたらすとともに、農

林水産業者の活発な事業展開を促すものです。 

 決算額は４９６万１０００円で、本事業の希

望者を対象に現地調査や勉強会、モニターツア

ーを行いながら、８件の旅行商品化につなげる

ことができ、本年度、県内の旅行業者のツアー

の一環として実施されています。 

 なお、特定財源として、ふるさと八代元気づ

くり応援基金繰入金２４８万１０００円があり

ます。 

 今後の方向性としては、現行どおり市の実施

とし、勉強会、モニターツアー等の実施を通じ

課題等を精査し、新たな旅行商品の造成と観光

商品化に向けたブラッシュアップを行っていく

とともに、外国人観光客を対象とした旅行商品

の造成にも取り組んでいくこととしております。 

 ９６ページをお願いいたします。 

 上段の攻めの園芸生産対策事業は、気象変動



 

－8－

の激化や輸入農産物との競争等から、園芸を取

り巻く環境が厳しさを増す中、攻めの園芸を展

開するため、生産力を強化し、国内外との競争

に打ち勝つ産地づくりの構築を図るため、施設、

機械、基盤整備等の導入に支援を行ったもので

す。 

 決算額は１７１７万３０００円で、露地野菜

用強化型単棟ハウス２２棟の導入に５６６万６

０００円、トマトのハウスに導入する谷自動換

気施設１６台に１１６万５０００円、レタス用

単棟ハウス２５棟の導入に７９５万円、トマト

・ミニトマトのハウスに導入する自動内張開閉

装置８６台に２３９万２０００円を補助してお

ります。 

 なお、特定財源として、全額県支出金でござ

います。 

 不用額の６０９万３０００円は、入札残によ

るものです。 

 今後の方向性としては、現行どおり市による

実施とし、国の補助の採択要件を満たさない案

件についても、この事業では採択の可能性があ

り、農業者の要望を把握しながら導入に向けた

支援を継続的に取り組んでいくこととしていま

す。 

 ９８ページをお願いします。 

 下段の市内一円土地改良整備事業は、主に各

校区からの排水路や農道等の整備要望に対応す

るため、緊急性や必要性の観点から整備箇所を

抽出し、工事等を行っております。 

 決算額は１億８３１３万６０００円で、排水

路改修工事２１件に６３３８万７０００円、道

路改良・舗装工事８件、５４５０万９０００円、

工事に先立つ測量設計委託１０件、９８７万１

０００円、排水路や農道に係る農業用施設の修

繕３５件、１５１０万９０００円、農道補修に

係る原材料支給など２１０６万円、２９年度か

らの繰り越し分として排水路改修工事３件、１

２９３万６０００円が主なものです。 

 なお、特定財源としては、県支出金４７万５

０００円、地方債１７５０万円、その他特定財

源として、寄付金３０万円があります。 

 不用額８１４万９０００円は、当初、一般財

源で予定していた工事を補助事業で実施したこ

とと、予定していた電柱等移転が必要なくなっ

たことが主なものです。 

 今後の方向性としては、現行どおり市による

実施とし、校区からの要望件数が増加傾向にあ

り、本事業の需要は高まっているものの、限ら

れた予算の中で、緊急性と重要性を精査し、事

業を執行しているところで、本市の農業発展に

寄与するため、必要な予算の確保に努めること

としています。 

 ９９ページをお願いいたします。 

 下段の県営土地改良事業負担金事業は、県が

主体となり実施する県営土地改良事業で、地方

財政法、土地改良法及び海岸法に基づき負担金

を支出しております。 

 決算額は２億１８７０万３０００円で、経営

体育成基盤整備事業５地区、１億３１０９万２

０００円、かんがい排水事業３地区、５８３０

万１０００円、湛水防除事業２地区、１６２５

万円、農地海岸保全事業４地区、１１８１万円

の負担金が主なものです。 

 なお、特定財源として、地方債の２億１００

万円があります。 

 今後の方向性としては、現行どおり市による

実施とし、本事業は、農業基盤の整備ばかりで

なく住民生活にもかかわり、重要性が高いこと

から、国、県に対して予算の拡大と事業の採択

を要望していくこととしております。 

 １０１ページをお願いします。 

 上段の多面的機能支払交付金事業は、農業、

農村の有する多面的機能の維持、発展を図るた

め、農業者及び地域住民から成る組織が行う農

地や農業用水路などの地域資源の適切な維持管

理活動に対して支援を行っております。 
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 決算額は２億３２４０万２０００円で、水路

の泥上げや農道の路面維持など農地維持に取り

組む２９組織に対して９８３９万９０００円、

施設の軽微な補修や植栽による景観形成など資

源向上に取り組む１４組織に対して４１２８万

８０００円、未舗装農道の舗装やコンクリート

水路への更新など長寿命化に取り組む１２組織

に対して９０７３万７０００円を交付しており

ます。 

 なお、特定財源として、県支出金１億７４３

４万２０００円があります。 

 不用額２５５３万円は、当初要望に対し、補

助金の交付率が減額されたことによるものです。 

 今後の方向性としては、現行どおり市による

実施とし、本市にとっても有意義な事業であり、

今後も事業の周知、啓発を行い、各組織での活

動が円滑に行えるよう指導、助言に努めること

としております。 

 少し飛びまして、１０４ページをお願いしま

す。 

 下段の地籍調査事業は、国土調査法に基づく

土地に関する基礎的な調査であり、１筆ごとの

土地の所有者、地番及び地目を調査し、精度の

高い測量により境界及び面積を確定し、その成

果を取りまとめ、地籍簿と地籍図の写しを法務

局に送付するものです。 

 決算額は１億２２７５万７０００円で、現年

度分として、東陽町小浦及び泉町柿迫の一部の

測量調査業務委託６２４１万３０００円、２９

年度からの繰り越し分として、東陽町小浦の一

部の測量調査業務委託４０３９万２０００円が

主なものです。 

 なお、特定財源として、県支出金、現年度分

と繰り越し分を合わせて８１００万円がありま

す。 

 翌年度への繰越額７４００万円は、国の２次

補正予算により新規地区の予算措置を行いまし

たが、事業実施において年度内の完了が困難と

なったため繰り越したもので、不用額８９９０

万８０００円は、当初要望額に対して、補助金

の交付額が減額されたことによるものです。 

 今後の方向性として、現行どおり市による実

施とし、可能な限り事業予算を確保し、予算の

枠内で効率的な地籍調査事業の実施に努めると

ともに、地籍調査に係る法整備や新技術の動向

に注視しながら、地籍調査事業の推進を図って

いくこととしております。 

 １０５ページをお願いします。 

 上段の森林整備事業は、国の補助事業である

森林環境保全整備事業を活用し、森林の下刈り、

除伐、間伐、再造林などを行う八代森林組合に

対する助成や、森林所有者が管理する作業道へ

の舗装用生コンの支給、また、本市が管理する

作業道の修繕を行っています。 

 決算額は６３５９万９０００円で、八代森林

組合が実施した森林環境保全整備事業の事業量

に応じた補助金５０００万円、作業道修繕７件、

４９０万７０００円、林地台帳システム構築委

託料４７６万３０００円、作業道の生コン支給

１２件、３９２万９０００円を行っております。 

 特定財源として、県支出金３０万８０００円

があります。 

 今後の方向性としては、現行どおり市による

実施とし、本市の約７割を占める森林が持つ公

益的機能を発揮するため、継続して間伐や下刈

りなどの森林整備を推進していくこととしてお

ります。 

 下段の木材利用促進事業では、八代産材利用

促進事業として、八代産木材の需要を拡大する

ことで木材関連産業等の振興を図り、本市林業

の活性化と森林の健全化を促進するもので、八

代産木材を利用した家屋の新築、増改築、リフ

ォームに対して助成を行っています。 

 また、原木生産促進事業として、市内の人工

林の皆伐を促進するため、皆伐後の人工造林に

取り組む者に対し助成を行っています。 
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 さらに、未利用間伐材等を有効活用すること

で、林家所得向上と地域活性化を図り、木材利

用促進につなげることを目的とする木の駅プロ

ジェクト推進事業を行っております。 

 決算額は１３６９万１０００円で、八代産材

利用促進事業では家屋の新築１２件に対する補

助金１６８万８０００円、原木生産促進事業で

は１３件の申請に対する補助金５４９万６００

０円、木の駅プロジェクト推進事業に６２０万

７０００円が主なものです。 

 なお、財源は、全額一般財源となっています。 

 不用額２９９万５０００円は、八代産材利用

促進事業の申請が当初見込みよりも少なかった

ことと、木の駅プロジェクト推進事業で木材の

出荷量が当初見込みより少なかったことによる

ものです。 

 今後の方向性としては、現行どおり市による

実施とし、八代産木材の需要を拡大し、木材関

連産業等の振興を図り、本市の林業全般の活性

化並びに森林の健全化を進めていくこととして

おります。 

 １０７ページをお願いします。 

 上段の有害鳥獣被害対策事業は、有害鳥獣に

おける農林水産物の被害防止及び市民生活の安

全確保を目的に策定した八代市鳥獣被害防止計

画に基づき、平成２４年度から八代市鳥獣被害

対策実施隊を組織しています。その実施隊員を

本市の非常勤職員に位置づけ、命令に基づいて

捕獲、駆除の活動を行っております。また、防

護対策として、電気柵等の設置費用について一

部補助を行っております。 

 決算額は１７１７万４０００円で、鳥獣被害

対策実施隊員１６２名の報酬２６９万７０００

円、１６１名分の費用弁償２８９万１０００円、

実施隊員が捕獲したシカ２４３８頭分の補助金

１０９７万１０００円が主なものとなっていま

す。 

 なお、特定財源として、県支出金１９３万６

０００円があります。 

 今後の方向性としては、現行どおり市による

実施とし、実施隊員による有害鳥獣の捕獲は進

んでいるが、林産物被害の減少までには至って

おらず、地域一体となった捕獲活動を展開し、

被害減少に取り組むこととしております。 

 １０９ページをお願いいたします。 

 上段の道整備交付金事業は、国の認定を受け

た八代・五木地域再生計画に基づき、林道の改

良・舗装事業を行うもので、事業期間は平成２

７年度から令和３年度までの７カ年で、総事業

費５億８９１０万円、林道改良３路線、林道舗

装８路線の計画となっています。 

 決算額は１億２４６３万７０００円で、舗装

工事として袈裟堂深水線など７路線、８００１

万５０００円、改良工事として福根線など２路

線、１４１１万４０００円、これに伴います測

量設計委託に１２１７万３０００円、平成２９

年度からの繰り越し分として、南川内線など３

路線の工事費１６５４万４０００円が主なもの

です。 

 なお、特定財源として、県支出金６０１９万

２０００円、地方債６１２０万円があります。 

 翌年度への繰越額４２７１万６０００円は、

国の追加補正などで、工期不足から年度内の完

了が困難になったため、繰り越しを行っており

ます。 

 今後の方向性としては、現行どおり市による

実施とし、現計画での事業は、計画どおり進捗

しており、今回の事業で計画できていない林道

の改良、舗装についても、次期計画において確

実に実施し、林業の振興が図れるよう努めるこ

ととしております。 

 １１１ページをお願いいたします。 

 上段の栽培漁業振興事業は、これまでのとる

漁業からつくり育てる漁業、いわゆる栽培漁業

を推進するため、本市の漁場に有効な稚魚、稚

エビ等の計画的な放流と、八代海における共同
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放流事業を推進するとともに、食害防止の被覆

網等を用いてアサリ資源の回復、増大を図って

おります。 

 決算額は１６８９万３０００円で、稚魚、稚

エビ等の放流及びアサリ増殖資材の購入経費１

６００万円、県栽培漁業地域展開協議会への負

担金８３万１０００円が主なものです。 

 なお、財源は、全額一般財源となっておりま

す。 

 今後の方向性としては、現行どおり市による

実施とし、放流効果の高い種苗を放流し、水質

資源の回復、増大及び漁獲量の増加を図り、漁

業経営の安定並びに水産業の振興につなげるこ

ととしております。 

 続きまして、款１０・災害復旧費について説

明します。 

 飛びまして、１８０ページをお願いいたしま

す。 

 上段の農業施設災害復旧事業は、自然災害等

により被害を受けた農地、農業用施設及び農業

施設について災害復旧を行っています。 

 決算額は１１３７万１０００円で、八千把川

の護岸修繕・復旧工事が主なものです。 

 なお、特定財源として、県支出金５２７万円、

地方債２０万円があります。 

 不用額の３１５万７０００円は、国の事業費

の精査により、事業費が減額されたことが主な

要因です。 

 今後の方向性としては、現行どおり市による

実施とし、災害の復旧については、市民の生活、

財産を守る観点からも迅速かつ的確に行ってま

いります。 

 下段の農家の自力復旧支援事業は、平成２８

年度の熊本地震により被災した農地で国の補助

の対象とならないものについて、農家がみずか

ら行う復旧作業などの一部を補助するものです。 

 決算額は１４５６万９０００円で、申請者７

５人、申請件数１２２件、工種として、畦畔の

復旧、客土やレーザーレベラーによる均平作業

等に対して補助を行っております。 

 なお、特定財源として、県支出金１４０２万

８０００円があります。 

 不用額６３９万６０００円は、年度内に完了

しなかったため、交付することができなかった

ことによるものです。 

 今後の方向性としては、現行どおり市による

実施としますが、本事業が令和元年度に事業完

了予定であるため、要望調査に基づき事業を進

めることとしています。 

 １８１ページをお願いします。 

 上段の林道施設災害復旧事業は、豪雨災害に

よって被害を受けた林道の災害復旧を行ってい

ます。 

 決算額は９１０４万４０００円で、現年度分

として林道の修繕や復旧工事など４０２０万１

０００円、２９年度からの繰り越し分として５

０８４万３０００円で復旧工事を行っておりま

す。 

 なお、特定財源として、県支出金５６６１万

２０００円、地方債７７０万円があります。 

 翌年度への繰越額１４７６万４０００円は、

残土処理場の選定に不測の日数を要し、工期の

確保ができなかったため繰り越したもので、不

用額の４６８万５０００円は入札残が主なもの

となっております。 

 今後の方向性としては、現行どおり市による

実施とし、災害復旧については、迅速な対応と

早期の機能回復を図っていきます。 

 続きまして、決算書を用いまして主な流用を

御説明いたします。 

 決算書の１４４、１４５ページをお願いいた

します。 

 款５・農林水産業費、項１・農業費、目６・

農事研修センター費で、備考欄末尾の３７万１

０００円の充用は、土壌分析診断に使用する振

とう機が故障したため、買いかえが必要になり、
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予備費より充用により対応したものです。 

 次に、１４６、１４７ページをお願いします。 

 目８・農地費で、備考欄に記載の１３６万６

０００円の流用は、排水機場の自家用電気工作

物の保安管理業務委託の委託費の予算に不足が

生じたため、予算を流用して対応したものです。 

 次、１４８、１４９ページをお願いします。 

 目１２・地籍調査費で、備考欄に記載の１９

９万８０００円の流用は、現地立ち会いの機会

が増加し地籍調査推進委員の謝礼に不足が生じ

たことと、また、翌年度への事業の繰り越しに

より、それに応じた報償費の予算を確保するた

め、流用により対応したものです。 

 次に、１５０、１５１ページをお願いします。 

 項２・林業費、目４・林道新設改良費で、備

考欄末尾の１５２万７０００円は、震災後の労

務単価等の上昇により工事請負費の予算に不足

が生じたため、予算を流用して対応したもので

す。 

 以上で、農林水産部に係る説明を終わります。

御審議方、よろしくお願いいたします。 

○委員長（村川清則君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありませんか。

ございませんでしょうか。 

○委員（山本幸廣君） 説明ありがとうござい

ました。部長からですね、担当次長が説明され

たんですが、概算、私のほうでですね、今回の

決算、ふと目を通させていただきましたら、監

査委員の指摘、監査委員が意見書を出された中

で、計数については私は間違いなかったという

ふうに思いました。それについては、計数につ

いての発言はしませんので、そこらあたりにつ

いてはお許しいただきたいと思います。 

 まずは、農地の８７ページ、八代市農地集積

対策事業、財源の内訳は一般財源で２０００万

という数字があるわけですけども、ほとんど、

２９年度も、前年度もほとんど変わっておりま

せん。集積の目的は何かということをですね、

まずお伺いしたいと思いますが。 

 毎年、このような予算で、決算も予算より決

算状況の数字で見ても少ないという状況の中で、

最終的な今後の方向性の中では現行どおりと。

農地集積をこれから図らなきゃいけないという

のは、もう１０年前からずっと叫んできた、私

は事業名であるというふうに感じておりますの

で、説明の中でもありましたが、これらについ

てですね、担当部にお伺いをいたしたいと思い

ます。 

 今後の方向性として、市による実施について

は現行どおりということで、この数字が何年も

並んどるという意味で捉えていいのか、そこら

あたりをひとつお伺いしたいと思います。 

○農林水産政策課長（豊田浩史君） こんにち

は。農林水産政策課、豊田です。 

 お尋ねの農地集積の目的といいますのは、高

齢化が進む中、担い手の不足というものを懸念

される中で、農地が今後、余っていくおそれも

ある。そういったことで、元気な担い手の方に

ですね、農地を集積して、規模を拡大して、農

業所得の安定、向上を図っていただきたい、そ

して地域農業を保全していきたい、維持保全し

ていきたいというのが大きな目的でございます。 

 そういう中で、国におきましては令和５年ま

でに農地の集積率を８０％を目標としておると

ころでございます。 

 八代市におきましても、その８０％を目途に

ですね、集積対策を進めてきたところでござい

ます。 

 現在の集積率が６８％となっておりまして、

残り１２％、こちらは目標達成までに残り１２

％でございます。この集積率１２％を上げるた

めには、約８８８ヘクタールの集積が求められ

るところでございます。これらを達成するため

にですね、やはり今後も引き続き、この事業を

現行どおり実施していきたいと考えておるとこ

ろではございます。 



 

－13－

 ただ、土地利用型農業の拡大、こちらによっ

て、主に露地野菜でございます、イグサ、露地

野菜、それと水稲でございますが、こちらの生

産者の方々のですね、経営の安定を図るために、

現在、平均しましてですね、２ヘクタールから

３ヘクタールが平均の耕地面積でございますの

で、それをさらに拡大してスケールメリットに

よる農業経費の低減というものを図るためにで

すね、さらにこの規模拡大、土地利用型農業へ

の農地の集積を進めていきたいと考えていると

ころでございます。 

 特にですね、１ヘクタールから２ヘクタール

までの中規模的な農業者の方々のさらなる経営

の拡大、規模拡大にはですね、力を入れていき

たいというところで考えておりまして、今年度、

令和元年度の事業におきましてはですね、規模

拡大の面積要件を緩和して、そちらの１ヘクタ

ールから２ヘクタールの農業者の方々の事業を

別枠でですね、設けたところでございます。こ

れによって、さらなる集積率の拡大を図ってい

きたいというところで考えておりますので、引

き続きですね、これは８０％を目指して、現行

どおりの事業を実施していきたいと考えている

ところでございます。 

 どうぞよろしくお願いします。 

○委員（山本幸廣君） 説明、どうもありがと

うございました。 

 決算状況の、決算書で見る範囲内での本議員

の質問でということをですね、まず理解してく

ださい。 

 というのは、今、豊田課長が説明された中で、

不用額が３５６万７０００円出とるということ

の中でですね、やはり推進をする事業なんです

ね、これは。推進をする事業、集積をする、推

進をするという事業でありますので、不用額は

出てはいけないみたいなところが、本議員とし

てはですね、不用額は出さないように推進をし

て、集積をしていくと、この目的をですね、し

っかり認識をしていただきたい。よろしいです

か。もう答弁要りません。説明も要りませんの

で。ぜひともですね、そういうふうな感覚で取

り組んでいただきたい。 

 そしてまた、今、豊田課長言われましたよう

にですね、小さい農地が多い、１ヘクタールか

ら２ヘクタールという、２ヘクタールから３ヘ

クタールという、そういう集積をしなきゃいけ

ないという、それはなぜかという意味をですね、

集積をして、コスト削減をしていくと、コスト

低下に努めていくというですね、こういう中で

も農業所得を向上していくと、所得を上げてい

くと、こういう集積事業であるわけですので、

そこらあたりについては本議員の考え方として

は、そういう考えですので、今回の決算書を見

る中でですね、少し指摘をさせていただきまし

た。よろしいですか。答弁要りません。 

○委員長（村川清則君） 意見としていいです

か。 

○委員（山本幸廣君） はい、意見です。 

○委員長（村川清則君） ほかに。 

○委員（山本幸廣君） ８８ページ、もう隣の

ページですから、聞かせてください。 

 農業生産総合対策事業、不用額は１億５３７

３万６０００円、先ほど来の説明の中で、入札

残の説明を聞きました。これについてですね。

私は本当に入札残が出るということは、いかに

競争心の中で競争されて、低コストのハウス等

の事業を進められてこられたということ、まず

入札面については評価いたしたいと思います。 

 ただ、決算書を見る中でですね、決算額のこ

としの３０年の決算額、このハウスの問題につ

いてですね、繰り越し分の９事業と７２棟とが

あるわけですけども、これも全体をひっくるめ

て、これは部長にお聞きしたいと思いますけど

も、ほとんど国、県の支出金で、これはもう一

般財源ありません。こうなりますと、やはり不

用額が入札残ばかりじゃなかったんじゃなかろ
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うかなと思いますけども、そこらあたり、まず

聞かせてください。 

○農林水産部長（沖田良三君） 不用額の内訳

ということですが、不用額はもうほとんどが入

札に係る残ということで把握をしております。 

○委員（山本幸廣君） 繰越金が２億７８５０

万ぐらいあるんですけども、これは繰り越しに

ついては国、県もですね、よく認められて繰り

越しができるという、事務処理も含めて。 

 不用額についての補助金対象になったときの

不用額というのは、入札残ということで今説明

があったけん、私は理解します。これは補助事

業だったら、不用額というのは、もとに返す事

務処理をしなきゃいけないというのが私が今ま

で農業の専門的に勉強してきた中での考え方で

す。それは間違いありませんか。 

○農林水産部長（沖田良三君） それはもう、

補助金は、入札残で余った分はお返しするとい

うのが、もう大前提でございます。 

○委員（山本幸廣君） そこで、ぜひとも事務

処理関係については、担当関係には厳しくチェ

ックしながらですね、対応していただきたいと

いうふうに思います。 

 なぜかといいますと、私たちは議会で決算の

審査をして、さらにまた八代市の長に認可を私

たちは、その報告をし、長がそれをきちっとし

た中でですね、捉えていただくということであ

りますので、ぜひとも、そこあたりの不用額の

適正な処理等についてはお願いしたいと思いま

すので。いかがですか、部長。 

○農林水産部長（沖田良三君） 不用額等につ

きましては、先ほど申し上げましたように、入

札における入札残ということで、当然、生産者、

事業主体のほうからの、事業実施者からの実績

報告をもとに市のほうでチェックをしまして、

取りまとめて国に報告をするということでござ

いますので、その審査には、うちの担当職員と

当たっておりますが、より入念にですね、間違

いのないよう、チェック体制を強化して、適正

に取り組んでいきたいというふうに思います。 

○委員（山本幸廣君） ありがとうございまし

た。ぜひとも、よろしくお願いして、努力して

ください。 

 それとですね、毎年、その繰り越しが出るわ

けですが、この繰り越しについてですね、もう

少し担当部としてですね、これは考えていった

ほうがいいんじゃなかろうかなという。私が２

８年からずっと決算書を見ましたところ、ほと

んど繰り越しが多いんですよね。そこらあたり

について部長、どうですかね。 

○農林水産部長（沖田良三君） 特にハウスの

建てかえ、もしくは規模拡大に係る部分でござ

いますけれども、どうしてもトマトの作付の関

係でですね、６月の２０日前後ぐらいまで収穫

が続きます。それからの建てかえ等になるわけ

でございますけれども、やはり熊本地震以降で

すね、資材の調達であったり、業者の人手不足

もあったり、それらもありまして、なかなか全

部の事業がですね、年度内に完了するというも

のがここ数年、厳しい状況で繰り越し等をやむ

なく行ってきておる状況でございますが、やは

り、その辺の社会情勢等もですね、考慮した場

合、やむなしというケースも多々ございました

ものですから、繰り越しを行っておりますけれ

ども、今後もですね、原則としましては年度内

に執行を完了するという原則ございますので、

事業をされる方々等にもですね、業者の選定か

ら業者の確保、資材等につきましてもですね、

適正な工期の中で年度内完了していただくよう

申し入れをしていきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○委員（山本幸廣君） 部長、今私がなぜこれ

を言うのかといいますと、言いたかったかとい

いますとですね、決算書見ながらですね。申請

をされるときの事務的な手続というのは八代市

がしなけりゃいけないという状況になるわけで
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すね、窓口であるわけですから。そこらあたり

をやっぱり申請者の方々のその環境等々も含め

て、経営等も含めながらですね、やはり市があ

る程度、手助けをしてやらなければ、なかなか

難しい面が出て。 

 入札はですね、あけて入札残が出るような状

況で、そして繰り越しはしなきゃいけないとい

う、本当に生産者にとってはですね、何か、年

度内できなかったけんでから、もう心配しとる

とかですね、そういう状況になるかと思います

ので、今、部長が言われたように、繰り越しの

事業関係の申請者、受益者の方々にとってはで

すね、やはり市がある程度、担当がお手伝いし

てやるとか、そういうふうにしていただきたい

と思いますが、いかがですか。 

○農林水産部長（沖田良三君） 事業に当たり

ましての計画書の策定、それらにつきましても

ですね、現在も職員のほうが深くかかわってし

ておりますので、引き続き、そういった面では

助力していきたいというふうに思います。 

○委員（山本幸廣君） 意見ですけども、計画

性のあるですね、事業として進めていただきた

い。現行どおりということでありますので、こ

れを規模拡充としたときには、少し私も質問し

たかったんですけども、現行どおりということ

で御理解させていただきたいと思います。 

○委員長（村川清則君） よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

○委員（野﨑伸也君） ８５ページです。い業

振興対策事業、まずそちらから行きますが、不

用額の説明の中で、イ業機械の申請が思いのほ

か少なかったんで余りましたよというような話、

されたというふうに思います。そのイ業機械に

対する補助とかがあるんだろうと思うんですけ

れども、ニーズがないという話なんですかね。

そういうふうな受け取り方でよろしいですか。

ということは、市による現行どおりというのが

おかしいんじゃないかと思うんですけれども、

どんな感じですかね。 

○理事兼農業振興課長（小堀千年君） い業機

械再生支援事業のほうでニーズがなかった、需

要がなかったということでございまして、当初、

２３０台掛ける、この事業の上限の１０万円と

いうのを見込んで２３００万円を計上しておっ

たところなんですけども、申請が２０２件、１

９３８万７０００円と、見込みより少なかった

というふうなことでございます。 

 需要がないというか、実際には２０２件需要

があっておりまして、見込みより少なかったと

いうふうなところでございます。 

○委員（野﨑伸也君） いや、その申請が少な

かったという理由とかというのは把握されてい

るんですかね。来年、次の年にしたいとかです

たい、そういう理由なのかどうか。 

○理事兼農業振興課長（小堀千年君） 利用が

少なかった理由でございますが、これ、予算組

みましたときに、前年までの過去の実績等を勘

案して見込みを立てるわけでございますが、特

に、このい業機械再生支援ということで、農家

戸数が減少しているというのも一つの原因かと

いうふうには分析しております。 

 以上でございます。 

○農林水産部長（沖田良三君） 主には課長が

今お答えしたとおりでございますけれど、既に

平成２９年度からハーベスタの導入も行われて

おります。それに伴いまして、少し、こっちが

見込みとしとった台数からすると、使用台数が

減ったのかなというふうに考えています。 

○委員（野﨑伸也君） 多分そうなんだろうと

思ったんです。だんだん減っていっているとい

うのはわかっていますので、であれば、現行ど

おりとかじゃなくて、少し予算のほうもですね、

きちっと精査した中で上げていくんだろうと思

いますので、来年度の予算のときにはですね、

また注視させていただきたいというふうに思い

ます。 
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 その下ですね、いぐさ・畳表生産体制強化緊

急対策事業、ここも不用額の説明で、共同利用

機械導入支援ということで、それが申請が思っ

たよりも少なかったという話なんですが、さっ

きと同様ですけれども、その少なかった理由、

教えてください。 

○理事兼農業振興課長（小堀千年君） この事

業は、イグサ刈取機とかイグサ移植機、これ苗

処理機も含んでおりますが、とか省エネの乾燥

機、それから色彩選別機、高速移植機などが対

象となっております。 

 これらの機械の共同利用に対して行われる補

助というふうなことでございますが、１つには、

先ほど申しました生産農家の減少、とりわけ経

営規模の小さい農家の減少によりまして、共同

利用での機械の導入への要望が少なかったとい

うのが１つあったと思います。 

 それともう一つ、今、部長も申し上げました

けれども、ハーベスタの導入支援事業によりハ

ーベスタを導入された農家においては、今申し

ましたような対象となる機械の導入までするよ

うな経営的な余裕がなかったのではないかとい

うふうに推察しております。 

 以上でございます。 

○委員（野﨑伸也君） わかりました。さっき

の質問もそうなんですけれども、今回のやつも、

ある程度もう、何というんですかね、農家の戸

数に対して、ある程度の機械の補助だったりと

か、そういうのがある程度もう行き渡ってきて

いるのかなというようなイメージをですね、ち

ょっと受けるんですけど、そこら辺のところは

どうです。 

○理事兼農業振興課長（小堀千年君） 農家数

が減少する中で、この事業はずっと継続してき

ております。議員おっしゃいますように、ある

程度行き渡ったといいますか、この機械自体の

普及率は、もうかなり高い状況だというふうに

は思っております。 

 しかし、需要もまだあるかと思われますので、

この事業については県などの関係機関と十分に

協議しながら、現行の支援の仕方がいいのか、

協議してまいりたいと考えております。 

○委員長（村川清則君） 答弁はですね、もう

ちょっとマイクに近づいて、大きな声でひとつ、

全体ですけれども、お願いいたします。 

○委員（野﨑伸也君） 今言われたんですけど、

先ほどのい業振興対策事業も、今言ったいぐさ

・畳表生産体制というのも、一般財源からです

よ、結構なお金入れているんですよね。補助も、

国、県からのやつもあるっていうのもあるとで

すけれども、結構な額、一般財源から入れてい

るというのもありますんで、本当にそのニーズ

があるのかどうかですね。ちゃんと欲しいとい

う人がいるのかどうかというのが、やっぱ、今

から予算を立てていく次の年に向けてですね、

やっていくというのはありますんで、そこら辺

について、もう少し精度を上げていただくとい

うふうなところをですね、やっぱり、ちょっと

考えていただきたいなというふうに思います。 

 意見、今のは意見。 

○委員長（村川清則君） 意見としてですね。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

 済みません。別で。１０７ページ、有害鳥獣

被害対策事業というのがあります。これで、御

説明の中で、シカがですね、２４３８頭、イノ

シシが９７９頭捕獲できたということで、順調

にその捕獲頭数は推移しているという話なんで

すが、農林水産物の被害減少までに至っていな

いというのが現状という話なんですが、農林水

産物被害の現状というか、被害の状況というの

を少し教えてもらってよろしいですか。 

○理事兼農業振興課長（小堀千年君） 農林水

産物への被害状況については、農業振興課のほ

うで調査しておりますので、私のほうからお答

えさせていただきたいと思います。 

 平成３０年度の被害状況ということで、被害
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面積がですね、１９８５アール、被害額が８３

０３万２０００円でございます。８３０３万２

０００円という状況になっておるところでござ

います。 

 以上です。 

○委員（野﨑伸也君） 済みません。２８、２

９と比較して、この８３０３万２０００円とい

うのはふえているんですかね、減っているんで

すかね、現状維持なんですかね。 

○理事兼農業振興課長（小堀千年君） 過去３

カ年ほどの比較を申し上げますと、平成２８年

が９１９１万３０００円、それから平成２９年

が６９９３万円という状況でございます。年に

よって増減はありますが、近年はふえてきてい

る傾向にあるというふうに言えるかと思います。 

 以上でございます。 

○委員（野﨑伸也君） わかりました。 

 あとですね、箱わなの捕獲のほうを何か、ち

ょっと少しふやしていこうというふうな取り組

みなのかなと思うんですけれども、３０年度で

箱わなでとれた頭数というの、わかりますか。 

○水産林務課長（中川俊一君） 水産林務課、

中川です。 

 ただいまのですね、箱わなでとれた頭数がわ

かりますかということなんですけど、全体での

頭数の捉えしかできておりませんで、銃と箱わ

なとの合計の数字で先ほど申し上げましたとお

りの数字となっております。 

○委員（野﨑伸也君） わかりました。 

 鳥獣被害対策の実施隊員の方というのがかな

り高齢だというふうに伺ってます。なかなか新

規でですね、若い方が入ってもらえないという

ようなところも聞いていますんで、そういった

ときに、じゃあ、どういうふうに捕獲頭数をふ

やしていくかというと、多分、箱わなとかです

ね、そういったところにという話なんだろうと

思うんですけど、なかなか、そちらのほうもで

すね、うまく入らないというような話も聞きま

すんで、どうしたものかなとは思うんですが。 

 先ほど言われた、少し若干、被害額のほうも

上がってきているということであれば、もう少

し規模拡充してですね、どうにか何かできない

かなと、ここ数年見さしていただいているんで

すけれども、海の食害のほうですよね、そうい

ったところまで拡充していっていかれていると

いうのはわかるんですが、もう少し、やっぱ、

山のほうのですね、シカ、イノシシのほう、も

う少しいっぱいとれるように、ちょっと何か、

いろいろ工夫のほうをできないかなというふう

に思うんですが、何かそこら辺のところの考え

とかっていうのはないですか。 

○水産林務課長（中川俊一君） 有害鳥獣の捕

獲のほうですけど、農家さんのほうにもですね、

協力していただきまして、今お話しいただきま

す箱わなのほうですね、免許をとる方面を推進

しております。免許取得というか、講習会に際

してですね、１万円の費用が要るんですけど、

そういったものも有害鳥獣被害対策実施隊のほ

うに後に入っていただきますとバックするとい

うふうな仕組みをとっております。 

 それから、直接とるばかりじゃなくてですね、

被害防止の防護、防御のほうからは、シカの被

害防止ネットですね、植林する際の、そちらの

ほうを従来張っておりますけど、今年度からな

んですけど、破れたりしたところの網の補修あ

たりもですね、今後やる必要があるというとこ

ろで、そこら辺は新しく取り組んでいくところ

でございます。 

 以上です。 

○委員（野﨑伸也君） 意見ですけれども、ぜ

ひ来年度は規模拡充して、もう少し被害額を抑

えていけるようにということで頑張っていただ

ければと思います。 

○委員長（村川清則君） ほかにありませんか。 

○委員（田方芳信君） ８５ページのイグサ対

策事業の畳張りかえ事業、４７１件で５２９万
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７０００円、この中で、これは確実にこの金額

ちゅうのは市民のほうに行き渡っておりますか。

そこのところ、ちょっと確認とらせていただけ

ればと思うんですけど。 

○理事兼農業振興課長（小堀千年君） 畳張り

かえ事業でございますが、１畳当たり１０００

円、上限１６畳までということで事業実施して

いるわけでございますけども、この１畳当たり

１０００円につきましては、申請いただくと畳

屋さんのほうにですね、その助成金を渡す。畳

屋さんがあらかじめ消費者の方、お客様から１

０００円を引いた額を提示して、お客様からい

ただく、私のほうの補助金は畳屋さんのほうに

行くというような形で、この事業を実施してお

るところでございます。 

 今年度ですね、その辺のきちっと１０００円

が恩恵を受けていることになっているのかとい

う、不明瞭な点があるんではないかという御指

摘もあったもんですから、畳屋さんのほうにで

すね、お願いしまして、本体価格が幾ら、そし

てこの事業で割り引く１０００円掛ける何畳が

幾ら、そしてお客様からいただく額がこれだけ

ですよという明細をですね、きちっと出してく

ださいという様式も提示しまして、お願いして

あるところです。 

 その様式といいますか、お客様に提示された

明細につきましては、その写しを私どものほう

に出していただくと、そこで、きちっと確認を

するというような仕組みにしたところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○委員（田方芳信君） わかりました。 

○委員長（村川清則君） ほかにありませんか。 

○委員（上村哲三君） 今のに関連してだけど、

つい先日、知り合いの人が畳張りかえの補助申

請ばしなったんだけど、そのときは張りかえな

るおうちの方が申請書を出すようになっている

よね、一応、農林水産の関係に。あれには印鑑

押す場所がない。で、畳屋さんと、あとは連携

してやるということになってるけど、今、小堀

課長の話はそれだろうと思うけど。ね。 

 ちゃんとした見積もりは、ちゃんと張りかえ

られる方にですね、まずはお示しをせんといか

ん。というのは、どの程度の畳表で張りかえる

のか、金額は１枚７５００円なのか、５０００

円なのかというようなことで、八代産の畳だか

ら、そんな安いものもね、極端にはないだろう

けど、そこのところのね、もうちょっと手続を

ちゃんと畳屋さんには指示してますか。 

○理事兼農業振興課長（小堀千年君） 畳屋さ

んのほうもですね、畳工業組合さんの総会のと

きに私どもも参りまして、その様式をお示しし

て、お願いをして、了承もいただいておるとこ

ろでございまして、また、そのように実際に写

しも出して、補助金の請求のときにですね、写

しも出していただくようにしておりますので、

きちっと行われているものと思っております。 

○委員（上村哲三君） だから、行われている

ものと思いますではなくてですたい、ちゃんと

行われている書類を持っとかなきゃって思うわ

けですよ。したら、張りかえを依頼されたね、

おうちの方のね、確認しましたというぐらいの

ね、印鑑を持っとかないとわからない部分が出

てくるじゃなかですか。だって、印鑑も何も要

らんで、あれは住所と名前、それから畳の張り

かえ数書くだけのものですよ、あれ。この間も

直接携わったから私も今こうやって話ができる

んであってですね。 

 やっぱ、そこまでは、進めるなら必要じゃな

いかなて、交付金だからですね、補助金はね。

どうですか、そこんところ。どうせやるなら、

やってほしいて。答えられんなら、意見だけで

もよか。私は、そう、この間思いましたので。

書類書かれるところをですね。あ、委員長、よ

かですか、続けて。 

 書類書かれる場におりましたんで。だから、
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ああ、これ、何かちょっと軽いなと思いながら

ね。何かあって、こういう形にしたのはわかる

けどというようなことで、した割にはね、ちょ

っと違うのかなと思いながらね。もうちょっと、

どうにかできんかなと思ったんですが。 

○農林水産部長（沖田良三君） 済みません。

そういうですね、疑念を抱かれるような様式で

あってはならんと思いますので、ちょっと部内

でまた改善については協議をさせていただいて、

できるものは早急に改善するということで取り

組みたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

○委員長（村川清則君） よろしいですか。 

○委員（上村哲三君） はい。 

 先ほどの有害鳥獣被害対策の話が出ましたが、

さっき野﨑委員が言われたとおりですね、今後

の展開というところで、少しですね、踏み込ん

で頑張っていただきたいなちゅう気持ちからで

すね、ちょっと質問するんですが、八代、３支

部がありますけど、高齢化、それから人数がど

んどん減ってきてますよね。そのようなところ

で、今後の育成、特に、わな猟も、年をとって

きたら大変だからですね、どんどん啓発してか

らですね、若い人たちに、わな猟、これは狩猟

免許が必ず要りますんで、だから、そこんとこ

ろばね、ここに、ちょっと軽く書いてあるよう

な気がしてね。今後の対策で。 

 もうちょっと積極的にアピールするためには、

市だけじゃだめならですね、各猟友会にお願い

をしてですよ、する方法もあるのじゃないかな

と思うんですよ。やっぱり、一番身近なのは猟

友会かなと。猟友会の人も余りせせこましいこ

とは考えとんならんでしょうけんね、自分たち

よりも絶対、シカ、イノシシの被害数のほうが

多いと思いますんでですね。絶対こなしきらん

だろうと思うとですよ。 

 つい先日、五木の村長さんと一緒だったけど

ですね、八代と変わらんですよ、とってあるの

はですね。向こうは猿の被害も大きいので、年

間３０から５０頭とってると、猿は駆除してる

と。これは駆除だから、あくまでも民家、民地

に対して被害を起こさなければ被害じゃないん

であってですね。これは環境省の管轄で、そう

いうまた法令は別にありますからですね。 

 だから、確かに、人家に対しての被害があれ

ば、それは有害、駆除の対策ということだから、

そこのところもわかりますので、できれば、本

当、民家に近い、耕作地に近いところでの駆除

というのが一番正しいやり方だろうというふう

に思いますよね。 

 でも、銃猟に関すれば、夏場は大変過酷な、

山間地に入ってやらなければいけないというの

で、一番暑い時期には駆除には入らないという

組合もありますしですね。 

 だから、そのあたりからしたら、やっぱ若い

人の育成、それから過酷な現状での駆除のやり

方というのをですね、もう一回、十分、猟友会

３支部のですね、方とは話し合いをしながら、

本当、もうちょっとという言い方、失礼だけど、

もっともっと有効なね、頭数をふやすようなや

り方をしないと、恐らく、今、夏場でですね、

イノシシがいっぱい生まれていますよね。ウリ

坊を国道、県道でいっぱい見るわけです、私も。

山におるから、帰り道の中でですね。あ、これ

らが大きくなったら、また被害がふえるのかな

と思ってみたりもするもんですから、そういう

ところをですね、やっぱり組合を育成していか

んと、今後は維持ができないような気がします、

私も見とってですね。 

 組合の育成という観点からもですね、ちょっ

と市のほうも、ここんところに足を踏み込んで

いただければなと思うんですが、部長、いかが

ですか。 

○農林水産部長（沖田良三君） おっしゃられ

たとおり、実施隊自体も猟友会のメンバーの方

々がほとんどでございまして、どちらかという
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と捕獲の体制はもう猟友会なくてはならないと

いう状況もございます。 

 そのような中では、先ほど課長のほうからも

ありましたが、侵入防止としてはシカ防止のネ

ットの設置もしとります。最近は、地域ごとに

侵入防止と捕獲の一面で、地域の方々でも数名

まとまって箱わなの資格をとっていただくとか、

そういうのもしておりますけれども、最終的に

は、おっしゃったように、だんだん高齢化、進

行しておりますので、猟友会さんたちとは機会

があるたびには、そういうお話もさせていただ

いておりますが、効率よくといいますかですね、

捕獲がスムーズに進むような、手続関係も含め

ましてですね、検討していく必要もあるんだろ

うと思います。 

 おっしゃるように、後継者の育成ということ、

喫緊の課題となっておりますので、ちょっと深

く議論を深めていきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○委員（上村哲三君） 箱わなには狩猟免許が

必要ということですが、八代で免許講習がない

んですよね、今。昔はあったというふうに聞い

ております。いろんな講習がですね、八代管内

で行われません。どうか振興局あたりとですね、

相談をして、身近なところでしていただければ、

確かに、若い人だけじゃなくて高齢者の方にな

ればですね、大変です。だから、そういう形も

ですね、ぜひ開いていただきたいし。 

 イグサ農家の方に大変失礼なんですけど、イ

グサ農家をやめられた方がですね、イの網ば持

っとんなっとですよね。これは処分するには、

あれは産業廃棄物という引き合いになってから

ですね、お金も要るし、廃棄するのにですね。

大変な苦労が要る、やめても、やっぱり、そう

いう負担があるのかなというふうに思うんです

が、私は幾分か親戚のとこからもらってきてで

すね、やっぱり、うちに来られる方がいつも庭

先、畑、全部やられてしもうたとか、この間は

田んぼの作付して、もう１日目にはですね、芽

を食われてしもうたていう方もおられて、上村

さん持たんなて言うたけんで、私がうちに置い

とったやつをですね、すぐ持たせてやったっで

すけど、やっぱり、それぐらいシカの被害のと

いうのはひどくなっているんで。 

 私は、欲しか人には上げるばいていうような

ことでですね、向こうから言うてやらしたよと

いうことで、それだけでもですね、相当な駆除

に、駆除ちゅうか、予防になるんですよ。まず

は予防から始めるのが一番だろうなと思ってで

すね。わなとかなんとか、大きなものも必要に

なるかもしれんけど、まずは自分のところはで

すね、網を少しでも、そういうのがいただけた

らね、張るだけでも相当な駆除に貢献してると

いうことをですね、うちの坂本の農林水産事務

所からも聞きましたんでですね、そういう横の

形の連携もですね、できればとっていただきた

いなというふうに思います。 

 恐らく、人口よりもシカ、イノシシの数が絶

対多かはずですから、周辺地におけばですね。

そこんところはやっぱり、簡単な平野部におん

なっ人には感じられないぐらいですね、切実な

問題だろうというふうに思いますので、今後の、

この施策がですね、充実していきますことをで

すね、私も心から願っておりますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

 意見としておきます。 

○委員（山本幸廣君） 関連した質問をいたし

ますので、決算書見ながら。 

 今、上村委員が言われたとおり、駆除につい

ては大変苦労されておるということ、私も私の

友達が猟友会の会長で、田川さんというような

固有名詞を使ってよろしいんですけども、きょ

う言ってきましたので。会長さんが大変苦労な

されておるという現状をですね、聞きながら、

今、いろんな意見が出ておりますけども、その

対策というのはどういう対策をするのかといえ
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ば、もう今のハンターの方々が少ないし、後継

者がいないという状況。ハンターの育成事業と

いうのをですね、ここらあたりにですね、１０

７ページ、この中で、ことしの決算がこれだけ

の数字なんですけども、ハンターの保険助成１

２７人分て書いてあっじゃなかですか。書いて

ありますね。これあたりについてですね、ハン

ターの保険の助成で５０万８０００円。ハンタ

ー育成をしなければですね、後継者育成をして

いかなければ、ハンターはどんどん減るだけな

んですと言われました、会長が。 

 そして、今、先ほど来、部長が冒頭に総括で

報告が、説明があったんですが、干拓地によっ

てはカモの被害がたくさん出て、部長の言われ

るとおりですね、やはり組合に撃ってください

ということで、カモ数も言われましたけども、

大変ですね、地域の農家の方々は喜んでおられ

ました。ぜひとも、これば何回かしてもらえん

かなという、そういう声も聞いたわけですので、

そこあたりについてはぜひとも積極的にやって

いただきたいと思いますけども。 

 この資料の中で、そのハンターの保険、ここ

あたりについてもですね、ぜひとも、保険はそ

のままだと、保険は１２７人分、これは通常の

保険なんですか。生命保険なんですか。それと

も、災害用の保険なんですか。そこを説明して

ください。 

○水産林務課長（中川俊一君） 狩猟される方、

ハンター保険にですね、毎年入っていらっしゃ

っております。それで、市のほうは１人当たり

４０００円の補助になっておりますので、満額

まではいってないかと思っております。それぞ

れハンター保険入っていらっしゃいますけど、

部分的なところでの補助をやっているというと

ころでございます。 

○委員（山本幸廣君） そこでですね、この保

険というのは、もうハンターにとっては大事な

ことなんですよね。ここあたりの助成について

検討してみたらどうかなというふうに私はふと

思いました。お聞きする中でですね。そこらあ

たりについてはどうですかね、担当としては。

今のままで。保険助成という助成ですからね。

今、４０００円と言われましたので、それ以上

の助成をしたらどうかなという質問になります

が。 

○水産林務課長（中川俊一君） ただいまのハ

ンター保険のことですけど、市のですね、補助

要綱のほうで、今のところ、要領のほうで４０

００円というふうな取り決めしておりますので、

それで今のところ運用しているというところで

す。 

○委員（山本幸廣君） 部長にお願いしておき

ますので、この点についても要綱を見直すなら

見直すということで、ハンターの育成では、こ

れが一番いいですよね。もし事故等があった場

合には、またハンター減っていくという状況に

なります。 

 それと同時にですね、隊員の報酬がこの数字

で出ておりますが、数字も。これらについても

近隣市等々をですね、ぜひとも調査しながらで

すね、この報酬の価格というのを見直していた

だければなと、そのように思いますが、いかが

ですか、部長。 

○農林水産部長（沖田良三君） 済みません。

まず、ハンターの保険助成については、ちょっ

と保険の制度をですね、ちょっと詳しく、たし

か強制保険だったような気もしますが、まずは

保険のですね、その種類とか、適正な保険なの

かも含めましてですね、検討したいと思います。 

 それと、実施隊等につきましてもですね、他

市の状況等、もちろん踏まえながらということ

もございますけれども、最近、先ほど申しまし

たように、わなの資格、有資格者のほうは若干

名ふえてきておりますが、ハンター、要は鉄砲

をされる方々は少し減少傾向にあるということ

で、その辺も含めてですね、もう少し隊員の増
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加に向けて、どういうふうにしたらふえるのか

というのをちょっと検討、研究をさせていただ

きたいなというふうに考えます。 

○委員（山本幸廣君） 部長、そこでですね、

市役所のＯＢで、わなでイノシシをとっておら

れますが、危険性が高いということで、今、上

村委員が言ったようにですね、やっぱり資格を

とる中でですね、やっぱ、もう今はシカ、イノ

シシでもですね、もうほとんどですね、もうそ

この町部に出てくるわけです。私の家内の里が

鮎帰ですから、鮎帰行ったら、もうシカとイノ

シシだらけです。人はいません。本当ですね、

泊まるのが寂しくなってですね、川の音だけで

す、聞くのが。それとシカの鳴き声とですね、

イノシシの鳴き声は聞きます。人の泣き声が聞

こえない、そんな過疎化。 

 そういう状況の中でですね、やっぱし、わな

だったらですね、後ですね、これを定期的にと

りに行かんとあかん。わなひっかけたまま死ん

でしもうとるもんで。後はまた費用が大変かか

ります。最終的には、やっぱりハンターですよ。

もう一発でしめて、一発でとって、その場で持

ってくると。 

 わなについても危険性がありますけども、ど

うしてもわなでとらなきゃいけないという頭数

がふえているというのは、これは私も理解しま

す。これは二見の方ですよ。市役所のＯＢで。

もう、やりばなしとりよらす。ところが、もう

はっきりいって、もういかっさんもんで、今は

病気しとらすもんだけん、わなかけたままだし。

やっぱり、もう死んで、そのままの状態です。 

 ということもあります中での決算書を見た中

でですね、ぜひとも右の不用額でも同じですけ

ども、この不用額が出ればですね、ほとんど見

ていれば補助金、費用の弁償等に少し考えてい

ただければなということで質問しましたが、部

長の答弁で御理解いたしました。 

 それともう一つ、９５ページです。 

 園芸果樹振興対策事業の中で、まずは今後の

方向性として、市による実施、現行どおりとい

う数字を、――市の考え方を書いてありますが、

決算書を見ても御存じのように、一昨年と比べ

たならば半分ぐらいですよね、予算も。予算見

る中でですね。６９０万ぐらいだったと思いま

す、前年度がですね。決算書については、その

ような状況でありますが、ほとんど負担金なん

ですね。 

 前回、私が一般質問をしたときに、部長の答

弁もありましたように、粘着シートとトマトの

黄化葉巻病のチラシ関係についてということで

４４万９０００円と４０万、予算計上してあり

ます。 

 そこで、お尋ねをいたしますが、この決算書

を見る範囲内の中でですね、予算が少ないのに

決算がこういう状況であるという、本議員とし

て、なかなか理解に苦しむんですけども、前年

度と比べたら予算が少ない。そして、本年度の

予算を見て、３０年度決算を見たら、予算より

決算が少ないと、減っているという状況の中で、

そして不用額も８９万４０００円出しておると、

これに対して私は大変、理解に苦しんでおるん

ですけども、ここらあたりをあえて現行どおり

ということでありましたので、前も現行どおり

でした。 

 ここあたりについての担当部はどういう御認

識ですかね。まずは認識をおっしゃってくださ

い。私の質問に、いや、それはこうですよとい

うことで説明があれば、説明してください。 

○理事兼農業振興課長（小堀千年君） 昨年度

に比べて、本年度予算が低いんではないかと、

低くなっていると御指摘でございます。 

 昨年の資料。（委員山本幸廣君「昨年の決算

は５３６万じゃなかったかな。５３６万９００

０円。予算が６９０万ぐらいあったろう」と呼

ぶ） 

 済みません。昨年度は中山間地域所得向上支
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援対策事業、これを行ったということで、これ

が２９６万５０００円あったということで、昨

年は大きかったかと思うんですが、ことしは、

この事業がないために、ひとつ低くなっている

というのがございます。 

 以上でございます。 

 今申し上げました中山間地域所得向上支援事

業でございますが、これの中身は防護柵ですね、

――の設置事業でございます。 

○委員（山本幸廣君） 小堀課長、もう結構で

す。結構です、はい。 

 そこで、質問ですが、内訳のところに八代市

晩白柚改善支援事業補助金５７万５０００円、

この内容を説明してください。 

○理事兼農業振興課長（小堀千年君） 晩白柚

の改植事業の内容ということでよろしいでしょ

うか。（委員山本幸廣君「簡単によろしいです

よ、簡単に」と呼ぶ）はい。 

 これは、本市特産の晩白柚園地のですね、若

返り化を促進するために、晩白柚の新植、それ

から改植、補植に係る経費ですね、例えば、苗

代、肥料代、堆肥、客土、それから重機のレン

タル等に係る経費の２分の１以内、１０アール

当たり２０万円を上限に助成しているものでご

ざいます。 

 平成３０年度は８戸の農家が利用されまして、

３７.８アール、補助金にして５７万５０００

円というような状況でございました。 

○委員（山本幸廣君） そこで、黄色の粘着テ

ープの配布の中での４４万９０００円、予算的

にも継続をしてきた、この事業の中での補助金

というのが途中でカットされ、そしてまた、ト

マト農家からもいろんな要望等があった中でで

すね、この予算ではなかなか厳しいということ

で一般質問をいたしました。その一般質問した

中で部長も答弁、検討するという答弁でありま

したので、補正ではなかなか難しいと思います

けども、来年度予算というのは考えておられる

と思いますが、今回は決算でありますので、こ

の決算の中でですね、大変、予算が少なかった

というふうに私は思いますが、部長、いかがで

しょうか。 

○農林水産部長（沖田良三君） この粘着シー

トの配布につきましては、これは家庭菜園向け

に配布をした事業でございます。委員おっしゃ

ったように、以前は農家の方にもお配りをして

おったわけでございますが、発生源となり得る

家庭菜園ということで、生産者の方におきまし

ては、ハウスの中での対策等も取り組んでおら

れますが、外的要因として個人がつくられる家

庭菜園がその発生源となっておるんじゃないか

というようなことでございましたので、そちら

のほうに集中的に粘着テープを配布するという

ことを現在も続けてやっておりますが、依然と

してコナジラミですかね、の被害はまだ減少と

いいますか、発生がかなり多発をしとる状況も

あるということでございますけれども、その辺

につきましてはですね、効果がどちらがあるの

かというのが実際のところデータとしてはござ

いませんけれども、何らかの対策は講じなけれ

ばいけないのかなということで。またその辺は

ですね、ちょっと生産者、出荷組合あたりとも

話をさせていただいて、今後の検討課題とさせ

ていただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○委員（山本幸廣君） 部長、決算書見てから、

現行どおりですので、来年もこのままでいくん

ですかということを聞くんですよ。現行どおり

でしょう、方向性というのは。じゃあ、このま

まで現行どおりいって、今回決算、決算を我々

議会が認めて、長にこの決算、認定してほしい

ということで私たちは今、決算認定をする審議

をしているんですよ。いいですか。 

 これは方向性を変えてもらわなければ、現行

どおり、そのままでいくという状況になって、

市長のところに行って、現行どおりで認定をす
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るという、議会は認定するということになるわ

けですよ。そうでしょう。 

 部長、市による要改善なら要改善、規模拡充

なら規模拡充というところに大きな丸印をつけ

たほうがいいんじゃなかろうかなと思いますけ

れども。ここあたりについてどうですか。現行

どおりでいかれるなら、現行どおりで結構です。 

○農林水産部長（沖田良三君） 御指摘いただ

きましたけれども、執行部としましてが、まだ

その改善策なり規模を拡充するなりの基礎とな

る、要は財政当局との折衝の中で規模を拡充し

て取り組んでいきたいんだというだけの研究の

成果といいますか、その辺がまだ見出せていな

い状況にございますので、今度の予算要求まで

に、そういう協議できるようなあれができれば

ですね、気持ちとしては当然、規模は全ての事

業において規模を拡充したいというのは、これ

はもちろん持った上で、執行部としては取り組

んでいるところでございますが、限られた予算

の中でですね、その辺はやっぱり、しっかりと

財政からも認めていただく必要がございますし

ですね、私たちもそれに応えるだけの資料なり

データを示す必要もあるだろうと思いますので、

今のところ、それだけのネタがないということ

でお許しをいただければと思います。 

○委員（山本幸廣君） ネタがないというより、

計画性をですね、しっかりした計画性、政策の

中で計画性、総合計画を冒頭に言われた中で、

やはり園芸振興なり、野菜の振興というのは、

もう第１次産業、八代市の基幹作物としてはで

すね、重要な産業であるということの御認識の

中で総合計画を立てたわけですから、それに基

づいて、どういう施策の中でどういう予算づけ

をしていくかということが一番大事なんで。 

 今言われたのは、執行部に対して要改善、規

模拡充というのは、これはもう理論武装してい

かなければ規模拡充はできませんよね。もうは

っきり言ってから。要改善は、自分たちが要改

善すればよか。規模拡充というのは、もう本当

に予算がつきものですよ。それについて、やっ

ぱり執行部、財政、財務ですね、どういうふう

な判断するか。予算要求のときにもですよ。 

 そういうことでありますので、ただ現行どお

りなら、この決算書を見た中での現行どおりな

らば、認識はそこで持っていただければですね、

先ほど来、部長としては検討しますということ

で一般質問しておりますので、この現行どおり

という認識の中では、検討する課題の中での現

行どおりということを部長が私に答弁、私の質

問に答えてもらえば理解をするわけですよ。と

私は思いますよ。 

 だから、今理解しているんですよ。検討しま

すですから、現行どおりしながら検討していた

だくということで私は理解をしとるんですけど

も、よかれば、少しは規模を拡充するとか、そ

ういうことをしてほしいなということを私は考

えている。そういう考えです。 

○委員長（村川清則君） 要望として。 

○委員（山本幸廣君） はい。 

 もう一つです。９６ページ。攻めの園芸生産

対策事業です。 

 これも同じです。これも攻めというのがです

ね、新規で出てきたのが何年か前でしたね。攻

めというのが。この攻めというのが本当は私は、

この八代の食料基地の施設園芸の大産地の言葉

としてですね、すばらしい、私は接頭の言葉の

中で、こういう一つの事業を取り組まれておる、

大変評価しております。 

 ただ、今回の決算書を見た中でですね、ほと

んどトマト導入、これはですね、平成２９年も

約３０００万ぐらいあったんです。今回、予算

はありました。予算ついている。そして、決算

書を見たら、このような状況の数字でした。こ

れは、やっぱり推進をどうやって推進をしてい

くかという、そこらあたりの計画性というです

か、それについては私はもう少し担当部として
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は頑張ってですね、攻めていく予算、攻めてい

く決算、攻めていく不用額を出さないような、

そういうような取り組みをですね、私はしてほ

しいと思うんですが、この決算書を見た中では、

本当に残念です。攻めの言葉は、接頭語は取っ

たほうがいいような感じがして。 

 そういうことに私は決算書を見ながら感じた

んですが、担当部として、もう私のほうでです

ね、お答えはもう聞きませんけども、部長、こ

の攻めの中で、この予算のですね、執行状況の

中で、決算見て、不用額を見たときにですね、

攻めていかなきゃいけない事業が攻めてないよ

うな数字が出てきたというのを私は感じたんで

すが、いかがですか。 

○農林水産部長（沖田良三君） 平成２８年度

から攻めの園芸生産対策事業と、事業名のほう

が変わりまして、国の補助事業として取り組ん

でいるところでございますけれども、不用額に

つきましてはですね、これはもう先ほど来、説

明がありましたが、入札を行った結果の入札残

でございます。 

 それと、事業に当たりましては、事業要望等

を前年度からあっておりますが、要望が上がっ

てきただけの分がこの予算額であったと、その

後、入札にかけて入札残が発生したというふう

なところでございますので、周知等は行いなが

ら、現在も事業を展開しておりますけれども、

漏れのないように今後も取り組んでいきたいと

いうふうに思います。 

○委員（山本幸廣君） なぜ、こういうことを

言うかといいますと、もう部長も御存じのよう

に、ハウスで９割補助があった農家と、９割補

助がなかった農家と、自分たち自力でハウスを

つくってトマト栽培している人、一市民の中で

ですね、こんな不公平さがある。あってはなら

ないことです。だからこそ、この数字が出てき

ましたように、攻めの農業の攻めの園芸の生産

対策ではですね、ぜひとも漏れのないような、

そういう一つの推進をしてほしいと強く要望し

ておきます。 

○委員長（村川清則君） 要望として。ほかに

ありませんか。 

○委員（鈴木田幸一君） 時間がちょっと厳し

いんですけど。 

 １０７ページのですね、先ほど来、ずっと出

ております有害鳥獣被害対策事業のですね、中

で、山間部については、もう確かに皆様の言わ

れるとおりでありますけれども、実は私、平野

部のほうから非常にいろんな苦情をいただいて

おりまして、平野部におきましてはですね、鳥

の部分が多いんですね。例えば、カモとかです

ね、あるいはカラスとか、カワウとか、スズメ

とかですね、スズメのふんとか、ハトのふんと

か、そういう被害も多く出ておりますけれども、

市はそういった被害等については、苦情等につ

いては把握しておられますかね。 

○理事兼農業振興課長（小堀千年君） 今お尋

ねの件につきましては承知しておるところでご

ざいまして、本年度も平和、金剛地区含みまし

て全市内の、そういう鳥獣被害の状況を調査し

ましたところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（鈴木田幸一君） 今、カモは、要する

に、寒い時期にイグサ植えつけの滑って、苗を

倒してしまうと、スズメは集団で、要するにふ

んを落としてから、車とかなんかに酸化してし

まって、さびついてくるとか、汚れがひどいと

か、カラスについてはですね、ハウスの穴をあ

けて、そしてハウス被害が非常に多くなってい

るということですね。 

 ただ、先ほど言われました平和町の話の中に

ですね、ラムサール指定……しておんなんな。

あれで非常に、被害に対しての対応が難しい状

態だというふうな話を聞きましたですけど、そ

の辺はどういうふうになっておりますかね。 

○水産林務課長（中川俊一君） 金剛地区ので
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すね、一部分が鳥獣保護区、それから指定猟法

禁止地域と言いまして、重立って海の分になり

ますけど、鉛の弾が使えない地域が存在してお

ります。そこら辺のカモ、この対策もですね、

実は昨年、部長のほうの答えもありましたよう

に、２２４羽、全体では捕獲したところです。 

 鉛の弾が使えないというところで、スチール

製の鉄砲の弾がございますので、ちょっと値段

のほうも高くなりますけど、そういったものの

補助をしながら、それから海でのカモの捕獲と

いうことで船を出さなければなりませんので、

そちらのほうの補助も一部新しく加えまして、

カモ対策のほうはやっているところでございま

す。 

○委員（鈴木田幸一君） これな、ひどくなる

とな、やっぱし、ラムサールの指定をしたとは

あくまでも市からの要望を受けて県がしたとい

うことになるわけなんですかね。県が指定であ

りますけども、やっぱり市の要望があるという

ことで、もし、この被害が大きくなったらば、

市も含めて、やっぱし、被害補償というのが大

きくなる可能性が強いということでですね、私

はこれについては今後十分に検討する必要があ

るんじゃないかというふうに思いますので、意

見でありますけれども、地元のですね、農家の

方々の話を十分に聞きながら、その対応につい

ての考え方もですね、充実しておかなければ、

今後の問題になる可能性があるということで、

注意喚起ちゅうかですね、早い、早期の解決方

法を考えてもらいたいと要望しておきます。 

○委員（山本幸廣君） 今、鈴木田委員から言

われましたように、金剛、全体から、ＪＡも含

めてから、ラムサール条約については市に、市

長にもお願いしたいということで、私のほうに

も来ておりますけど、金剛の住民自治のほうか

らですね。これについては検討が多いし、よろ

しかれば、これから全体で考えていくようなで

すね、経済企業委員会含めてですね、というふ

うに思います。 

○委員長（村川清則君） 意見、要望として。 

○委員（山本幸廣君） はい。 

○委員長（村川清則君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村川清則君） なければ、以上で質

疑を終了いたします。 

 意見がありましたら、お願いします。 

○委員（野﨑伸也君） 先ほど質問の中でも言

いましたけれども、イグサの機械の関係とかっ

ていうのは、やはりニーズというのが移行して

きているのかなというふうにも思いますし、こ

ういうものをしてほしいという、何か、多分、

農家さんの考え方の変わってきている分もある

んじゃないかと思いますんで、把握してですね、

予算立てしながら、イ業振興つながるようにや

っていただきたいというのもあります。 

 あと、質問はしなかったんですけど、林業の

関係ですよね。そちらのほうも、国の事業がな

くなったから市もやめますよというような、廃

止というのか１つだけあったですけれども、そ

ういう事業もあったんですが、本来、そこら辺

のところはニーズがある事業じゃないかなと思

うんで、その対象となる方々に対する聞き取り、

ヒアリングというのをですね、やはり押さえな

がら、それにかわる事業というのもですね、検

討いただきたいなというふうに思います。名前

で言えば、緑の産業再生プロジェクト促進事業

というのがありますけれど、それがなくなると

いうことでございますので、それにかわるよう

な事業ということで御検討いただきたいなとい

うふうに思います。 

 あと、公有林の管理についてもですけれども、

伐期時期がですね、かなり過ぎている、伐期齢

過ぎているというのがかなりありますんで、ど

ういう方向性でどのようにしていきたいのかと

いうのをですね、いろんな方針とかという中で

は書いてありますが、具体的なところでですね、
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なかなか見えてこないのがありますんで、進ん

でないのかな。ここにも、少し進んでいるよう

にはお見受けしましたけれども、なかなか進ん

でいる状況にはないのかなというふうにありま

すので、進まない理由というのが必ずあるはず

ですよね。そういうところをどやんふうにクリ

アしてやっていくかというところで、次年度、

御検討いただきたいというのがあります。 

 あと、漁業、こちらについても、非常に後継

者不足ですよね。もう間違いなく。八代市の漁

業というのをどのようにしていきたいのかとい

うのがですね、強い気持ちというのがなかなか

見えてこないというかですね。ここに載ってる

事業というのも、ほかのですね、農業、林業に

比べれば非常に少ないというのはありますんで、

そこら辺のところもですね、ぜひですね、こち

らもニーズだろうと思います。いろんな方々と

関係の方々と協議いただきながら、次年度の予

算ですね、立てに向けて取り組んでいただきた

いというふうに思います。よろしくお願いいた

します。 

○委員（山本幸廣君） 流用の件についてです

ね、農林水産、うちの経済関係が少し少ないん

ですが、流用をもう少し理解をしていただいて

ですね、流用してほしいなというふうな気持ち

です。 

 といいますのは、性格的に科目が同じならば

ですね、同じだからといって何千万も流用する

ということは、これもいけないんですよね。で

すから、農林水産としては数字が少し少ないで

すけども、やはり流用については、どうしても

部内の中で、課内の中で流用する中ではですね、

はっきり言って、少ない数でも流用というのが

収入役等に、上司に上げて、そして流用を認め

ていただくと、それから議会に認定をいただく

というふうな方法でですね、これからはひとつ

進めていただきたいし、そういう方法でやって

おられると信じておりますので、これは意見と

して強く要望しておきます。 

○委員長（村川清則君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村川清則君） それでは、以上で第

５款・農林水産費及び第１０款・災害復旧費中、

農林水産部関係分についてを終了いたします。 

 それでは、午前中の審査を終了し、しばらく

休憩いたします。午後は午後１時から再開いた

します。 

（午後０時０６分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時００分 開議） 

○委員長（村川清則君） それでは、休憩前に

引き続き、経済企業委員会を再開いたします。 

 それでは、第６款・商工費、第９款・教育費

及び第１０款・災害復旧費中、経済文化交流部

関係分について、経済文化交流部から説明願い

ます。 

○経済文化交流部長（山本哲也君） こんにち

は。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）経済文化

交流部でございます。本日は決算審査のほど、

何とぞよろしくお願いいたします。 

 経済文化交流部所管の決算審査に当たりまし

て、まず、私のほうから平成３０年度の総括を

させていただきます。着座にて説明をさせてい

ただきます。 

○委員長（村川清則君） どうぞ。 

○経済文化交流部長（山本哲也君） それでは、

平成３０年度の決算審査に当たり、第６款・商

工費及び第９款・教育費の所管分につきまして、

総括して御説明いたします。 

 まず、第６款・商工費のうち、企業誘致及び

工業振興事業について御説明いたします。 

 昨年度は、立地協定の締結や企業振興促進条

例に基づく支援制度の申請を行った企業が新設

７件、増設１０件ございました。 

 今年度に入ってからは、新設１件と増設４件

があり、新設１件に関しては、現在、企業誘致
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のターゲットとして注力しております情報通信

関連の事業所となっております。 

 継続した企業誘致活動に加え、今年度から取

り組んでいるＩｏＴ／ＩＣＴビジネス活性化事

業として、情報通信関連企業に対し積極的な誘

致活動を行っていることが実を結んできている

ものと考えております。 

 また、新規事業として未来チャレンジ企業創

出支援事業を創設いたしました。認定企業４社

に対し、コーディネーターによる技術的課題の

解決に関するアドバイスや大学等の研究機関、

連携企業との橋渡しを実施するとともに、未来

チャレンジ企業成長助成補助金として、２社に

対し補助金を交付しております。 

 また、雇用促進対策事業といたしましては、

直営の職業相談室を設置しているほか、就業に

必要な資格取得に対する２２件の助成金を交付

する等しております。 

 引き続き、企業誘致及び地場企業振興を推し

進めることで、本市に魅力のある働き口をふや

せるよう取り組んでまいります。 

 次に、商業振興に関する事業について御説明

いたします。 

 昨年、中心商店街に関しましては、誘客のた

めに商店街単独や商店街の連合が実施されるソ

フト事業等に対し１３件の補助を行いました。 

 さらに、商店街振興組合以外の方がアーケー

ド商店街を会場として実施するイベントに対す

る補助を開始いたしました。５件の申請があり、

新しいにぎわいづくりにつながりました。 

 また、空き店舗対策では、新規出店が７件あ

り、改装費補助などを行いました。 

 今後も、関係団体や商店街と情報共有し、役

割分担を図りながら、中心商店街の振興に向け

取り組んでまいりたいと考えております。 

 続きまして、港湾振興に関する事業ついて御

説明いたします。 

 まず、港湾施設整備につきましては、大型ガ

ントリークレーンの設置を含む新たなコンテナ

ターミナルが昨年４月に供用開始されことに加

え、クルーズ拠点整備事業が２０２０年３月の

完成に向け進められております。また、整備中

の水深１４メートル航路につきましては、その

早期完成に関し、港湾管理者の県や国に対して、

官民一体となった要望活動を実施いたしました。 

 ポートセールス事業では、県と連携し、港湾

事業者及び荷主企業等との間で情報を共有しな

がら、取り組みを進めてまいりました。その結

果、平成３０年の国際コンテナ貨物の取扱量は、

速報値で平成２９年の２万３０５ＴＥＵより約

１０％増の２万２２４９ＴＥＵとなり、３年連

続で過去最高を更新いたしました。 

 クルーズ客船事業につきましては、平成３０

年度は、外国船２８隻、国内船３隻の３１隻が

八代港に入港いたしました。その際に、初寄港

セレモニーや出港セレモニー、また、市民の皆

様を対象とした船内見学会を実施いたしました。 

 今後も、国、県、市及び民間港湾関係者等と

の連携を一層密にし、港湾振興に努めてまいり

ます。 

 次に、観光振興に関する事業について御説明

いたします。 

 昨年度は、熊本地震からの復興を祈願し、約

３０万人の観客を魅了したやつしろ全国花火競

技大会を初めとする各種イベントを実施いたし

ました。 

 また、地方創生推進交付金を活用し、大型ク

ルーズ船によって八代港を訪れる国内外の観光

客の受け入れ環境整備に努めるとともに、広域

での滞在型観光を促進するため国内外へプロモ

ーション活動を実施いたしました。 

 国内外の観光客を中心市街地に誘導するため

の施策といたしましては、受け入れの中核とな

る施設として、くまナンステーションを開設す

るとともに、八代城跡から商店街までの周遊ル

ート上に、くまモンのファニチャーを設置いた
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しました。また、さまざまな外国人観光客に対

するおもてなしを向上させる取り組みも行って

おります。 

 これらの事業を実施した結果、昨年の観光客

の入り込み数は約２６６万９０００人で、地震

前の平成２７年の入り込み客数より約１９万３

０００人増加しており、宿泊者数も約３０万３

０００人と、平成２７年に比べ約６万人増加し

ております。また、観光消費額につきましても

１３４億と、平成２７年に比べ１０億の増加と

なっております。 

 今後は、八代港クルーズ拠点であるくまモン

ポートやつしろの供用開始が来年４月に迫って

いることから、引き続きクルーズ客船を初めと

した国内外の観光誘客に積極的に取り組んでま

いります。 

 続きまして、文化振興について御説明いたし

ます。 

 厚生会館及び鏡文化センターでの自主文化事

業といたしましては、フジテレビとの共催で、

めざましライブカントリーツアー２０１８イン

やつしろを４月に開催し、約１０００人の来場

者があったほか、有料公演である鑑賞型事業を

中心に、満席またはそれに近い盛況となりまし

た。 

 また、９月から１１月にかけて各会場で開催

された八代市文化祭では、活動成果の発表と市

民の皆様に文化に触れていただく機会を提供す

ることで、期間中、約１万人の来場者の方にお

楽しみいただきました。 

 文化財につきましては、妙見祭主催団体や民

俗文化財保存団体への補助に加え、笠鉾水引幕

など祭礼の出し物の修復などに要する費用の補

助を行い、将来への保存や伝統芸能の活性化を

図ってまいりました。 

 また、八代民俗伝統芸能伝承館（仮称）につ

きましては、昨年度でプロポーザルによる設計

業者の選定及び基本設計を完了いたしました。

令和３年度当初の開館を目指し、本年度は実施

設計から工事等の実施へ向けた事務手続を進め

てまいります。 

 今後も、本市の文化及び歴史を生かし、イン

バウンド対策や中心市街地活性化にもつながる

ような施策に努めてまいります。 

 最後に、スポーツ振興について御説明いたし

ます。 

 まず、本年１１月３０日から１２月１５日に

かけて、２０１９女子ハンドボール世界選手権

大会が八代市総合体育館を初めとした県内５会

場で開催されます。 

 さらに、本年８月には、南部九州で全国高等

学校総合体育大会も開催され、そのうちバドミ

ントン競技及びアーチェリー競技が本市にて開

催されました。選手、関係者及び観客として延

べ約２万６０００人の方々に本市にお越しいた

だき、大きなにぎわいを見せたところです。 

 また、八代市トップアスリート育成事業につ

きましては、オリンピックを初め国際大会等で

活躍できる選手を育成するため、強化指定選手

２２名を指定し、専門的な講習や遠征などに対

する支援を行いました。 

 施設整備につきましては、体育施設の安心・

安全な利用環境を維持するため、トヨオカ地建

アリーナの外壁等改修工事、トイレ洋式化改修

工事や東陽運動公園の排水改修工事、市民球場

の高圧受電設備の改修などを実施いたしました。 

 今後も、市民の皆様が安全で安心して体育施

設を利用できるよう、引き続き、計画的な施設

の管理運営に努めていきたいと考えております。 

 以上で総括とさせていただき、詳細につきま

しては、次長の中より御説明いたしますので、

よろしくお願いいたします。 

○経済文化交流部次長（中 勇二君） 皆様こん

にちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）経済

文化交流部の中でございます。本日はよろしく

お願いいたします。では、着席の上、御説明申
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し上げてよろしいでしょうか。 

○委員長（村川清則君） どうぞ。 

○経済文化交流部次長（中 勇二君） それでは、

平成３０年度における主要な施策の成果に関す

る調書（その１）の１１ページをお願いします。

全体的な説明をしたいと思います。この調書の

１１ページです。１１１ではなくて１１。 

 歳出決算の状況のうち、当部所管分について

でございますが、（イ）目的別の表、項目６・

商工費では、予算現額が現年度１６億３１９７

万８０００円に平成２９年度からの繰越額３３

５０万円を加えた１６億６５４７万８０００円

となります。繰越額は、新たな観光拠点づくり

事業に係る経費でございます。 

 支出済額は１６億１７５２万円、執行率が９

７.１％。歳出総額に占める構成比は２.５％、

前年度と比較して３３１１万２０００円の増、

率として２.１％の増となっています。 

 主な理由としましては、企業の設備投資等に

助成を行います工業振興補助助成事業の２９５

８万８０００円の増、コンテナ利用等に助成を

行います八代港ポートセールス事業２４４９万

１０００円の増などによるものでございます。 

 次に、項目９・教育費のうち、当部所管分と

いたしましては、予算現額が８億８５７９万８

０００円、支出済額は８億３２０７万４０００

円、翌年度繰越が７０２万円ございましたので、

執行率が９４.７％、歳出総額に占める構成比

は１.３％、前年度と比較して１億７２３９万

７０００円の減、率として１７.２％の減とな

っています。 

 主な理由としまして、熊本地震関連での総合

体育館などの社会体育施設改修事業３億９７０

５万７０００円が平成２９年度で終了したこと

による減などによるものでございます。 

 それでは、商工費から説明をいたします。 

 調書の１１１ページをお願いします。 

 １１１ページ下段の八代港ポートセールス事

業でございますが、八代港利用促進のため、県

や港湾関係事業者等と連携し、荷主、船会社、

代理店等へのポートセールス活動を推進すると

ともに、ポートセミナーの開催や、コンテナ利

用促進を図るための施策に取り組んでいるとこ

ろです。 

 決算額は１億６０７８万３０００円で、内訳

としましては、企業訪問旅費２８３万８０００

円、コンテナ利用助成金１億４７８７万円、リ

ーファー利用助成金４０５万１０００円が主な

ものでございます。事業実績として、港湾利用

企業等訪問件数延べ４２６社、ポートセールス

アドバイザーによる訪問件数は２５４件となっ

ております。コンテナ及びリーファー利用助成

金等の件数は、２つ合わせまして新規分が５５

社、継続分が１６０社で合計２１５社となって

おり、国際コンテナ貨物の取扱量は、平成３０

年速報値で２万２２４９ＴＥＵとなり、前年と

比較して１９４４ＴＥＵ増加しており、過去最

高となっております。 

 今後の方向性としまして、市による実施、現

行どおりとし、貨物の増加及び新規航路の開設

や増便など、八代港のさらなる利用促進に向け

て、県や港湾事業者と一体となり取り組んでま

いりたいと考えております。なお、ポートセー

ルスアドバイザーについては、平成３０年度を

もって委託を終了したところでございます。 

 次に、１１４ページをお願いします。 

 上段の商店街活性化事業でございます。商店

街や各種団体が取り組まれる事業を支援し、商

店街等の活性化を図り、魅力ある商店街づくり

を促進するものでございます。 

 決算額は１３７１万１０００円で、特定財源

として、ふるさと八代元気づくり応援基金から

８９万５０００円を充てております。 

 主な事業として、県の熊本地震復興基金交付

金の対象事業となります商店街にぎわい復興支

援事業補助金３２１万８０００円、商店街にお
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いて実施される各種イベント事業や新規出店の

改装費等を対象とした商店街活性化事業補助金

８８５万５０００円などでございます。 

 また、新規事業として、市内で創業や代がわ

りを契機に規模拡大に取り組まれる、いわゆる

第二創業をされる方を対象とした八代市創業支

援事業を創設し、初年度は５件の申請があり、

８９万５０００円の補助を行っております。 

 不用額の２８６万５０００円は、商店街再生

事業で申請されておりました店舗が、申請を取

り下げられたことによることなどでございます。 

 今後の方向性については、市による実施、現

行どおりとしており、多くの方が集い、楽しん

でいただける魅力ある商店街づくりを促進する

ため、商店街で行われるイベントや商店街振興

組合等が取り組まれる活動に対して支援を行う

とともに、関係者の皆様と連携し、さらなる商

店街の活性化に取り組んでまいります。 

 次に、１１５ページをお願いします。 

 下段の八代圏域ツナガルインターンシップ推

進事業（地方創生）でございます。一般社団法

人八代圏域雇用促進センターを中心に、実践的

インターンシップの導入を促進していくことで、

氷川町及び芦北町を含めた八代圏域の学生と企

業がつながるきっかけづくりを推進する事業で

す。 

 決算額は２５９６万８０００円で、八代圏域

雇用促進センターへの業務委託２５９３万１０

００円が主なもので、特定財源として、国から

の地方創生推進交付金１１０１万１０００円、

氷川町、芦北町からの負担金が合わせて３９０

万８０００円ございます。 

 事業効果として、圏域内企業の会社説明会や

外国人留学生の長期インターンシップを通じて、

就職につながる実績も出てきているところです。 

 今後の方向性としては、民間実施としていま

す。地方創生推進交付金が令和２年度までとな

っていることから、引き続き、市からの委託事

業として実施しながら、令和３年度以降に、八

代圏域雇用促進センターが独自の収益を確保し

て事業を継続していけるよう、収益性の高いプ

ログラムの開発等に取り組んでまいりたいと考

えています。 

 次に、１１７ページをお願いします。 

 下段の企業誘致対策事業でございますが、本

市の経済浮揚へ向けた施策の中で、重要な位置

を占める企業誘致の推進へ向けて、企業訪問や

ＰＲパンフレット作製等による企業誘致情報の

発信を行うものでございます。 

 決算額は６２４万３０００円で、主なものと

しまして、企業訪問等に係る旅費１２６万９０

００円や、現在力を入れております情報通信関

連企業への立地促進補助金３９５万５０００円

などがあり、全て一般財源でございます。 

 不用額が１１１万１０００円ございますが、

主な理由は、補助金の対象となる経費が予定よ

りも減少したこと、また、補助金の対象となる

条件を満たさなかったことにより、補助金が予

定より減額された企業があったことなどによる

ものです。 

 平成３０年度は、延べ３５１社に企業訪問を

行い、企業の立地や設備の増設に伴う投資の決

定が１７件となり、合併以降で最高となってい

ます。 

 今後の方向性としては、市による実施、規模

拡充といたしております。新たな企業の立地や

設備投資は、雇用や税収を初め、本市の経済に

大きな波及効果をもたらすものであることから、

本市の地理的特性や八代港、高速道路など充実

したインフラを生かして、これまで以上に積極

的に取り組んでいきたいと考えております。 

 次に、１１８ページをお願いします。 

 上段の全国花火競技大会事業ですが、本市の

秋の風物詩であるやつしろ全国花火競技大会は、

昨年で３１回目を迎えました。３年ぶりに好天

に恵まれ、合計１万４０００発の花火を３０万
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人の観覧者の方に楽しんでいただくことができ

ました。 

 決算額は３５００万円、全額、やつしろ全国

花火競技大会実行委員会への負担金となってお

り、その主な使途は、競技花火出品経費、会場

設営関連諸経費となっています。特定財源とし

て、ふるさと元気づくり応援寄付金５００万円、

熊本県市町村振興協会市町村振興事業補助金４

４４万３０００円がございます。 

 なお、実行委員会の総事業費は１億１０３２

万８０００円となっております。 

 今後の方向性としては、市による実施、民間

委託の拡大・市民等との協働としております。

観覧者に対しての快適性、安全性を充実させ、

さらに魅力ある大会とするため、ＤＭＯやつし

ろを初めとする関係団体への外部委託など、民

間活力の導入や市民のボランティアの拡充等に

ついて検討してまいります。 

 次に、１２５ページをお願いします。 

 １２５ページ下段の海外クルーズ船急増に伴

う観光資源強化事業（地方創生）でございます。

この事業は、内閣府から交付決定を受けました

地方創生事業であり、海外クルーズ船等で訪れ

る国内外からの観光客をターゲットに、八代固

有の歴史、文化を生かして、一般社団法人ＤＭ

Ｏやつしろを核とする官民協働による観光地づ

くりを進め、交流人口の拡大と経済効果の発現

を目指すものでございます。 

 決算額は１億２９３万６０００円で、特定財

源として、地方創生推進交付金４５４５万３０

００円がございます。 

 平成３０年度の主な取り組みとして、まず、

ＤＭＯやつしろ機能強化事業１９２２万３００

０円は、大手旅行会社からの専門人材の招聘や、

観光産業の人材育成のため、地元高校生と一緒

に取り組んだ多言語パンフレットの作成や、会

員向けのインバウンド受入対策セミナー等を実

施したものです。 

 次に、大型クルーズ船等インバウンド事業６

３２５万９０００円は、港と中心市街地を結ぶ

周遊バスの運行や、店舗のメニュー、看板の多

言語表記及びＷｉＦｉ環境の整備に係る費用の

一部を助成する外国人観光客受入環境整備支援

事業のほか、国内外へのプロモーション活動や

観光キャンペーンなどを実施しております。 

 次に、八代市・氷川町・芦北町ブランド事業

８４２万３０００円は、域内の高校生と地域の

食材を用いた商品開発や、ＰＲパンフレット並

びにプロモーション動画の制作等を実施してお

ります。 

 不用額１０８９万２０００円につきましては、

主にクルーズ船客向けに実施しておりますバス

運行事業に係る負担金や、和のまち並み空間整

備事業における補助金の残額でございます。 

 今後の方向性として、市による実施、要改善

としており、大型クルーズ船寄港に伴う受入環

境整備とＤＭＯやつしろの組織力の強化や、新

たなニーズの把握及び徹底したデータ分析を行

うなどマーケティングの強化を図ってまいりた

いと考えております。 

 次に、１２７ページをお願いします。 

 下段のおもてなし事業についてでございます

が、クルーズ船の乗客を初め、本市を訪問され

るさまざまな外国人旅行者に対し、さらなるお

もてなしの向上に市を挙げて取り組み、八代の

魅力度アップを目指すものです。 

 決算額は６７４万９０００円で、特定財源と

して、まちづくり交流基金繰入金３３７万４０

００円を充てております。 

 主な事業としまして、観光施設等におけるビ

ーコンスタンプラリーや、中心市街地のクーポ

ン企画イベント、ＷｉＦｉ看板設置等の誘客キ

ャンペーン委託料６３１万８０００円及び中心

商店街３カ所に、和をイメージしたお休み処を

設置するための野点傘及びバンコの購入費４３

万１０００円でございます。 
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 今後の方向性については、不要、廃止として

いますが、これは、国内外の旅行者に対するお

もてなしをさらに充実させるために、先ほど御

説明いたしましたクルーズ船対応の地方創生事

業に吸収して、一体として事業を推進するため

の対応でございます。令和２年４月の八代港ク

ルーズ拠点くまモンポート八代の供用開始に向

け、県など関係機関とともに立ち上げましたク

ルーズ客船受入実行委員会を中心に、さらに連

携を深めて八代の魅力度アップに取り組んでま

いります。 

 ここまで商工費でございますが、不用額の大

きかったものについて説明いたします。 

 少し戻りますが、資料１１６ページをお願い

します。 

 上段の工業振興補助助成事業でございますが、

こちら予算現額９２２５万３０００円に対して

決算額は７８０７万８０００円で、１４１７万

５０００円の不用額となっております。これは、

交付予定でございました対象企業が操業開始の

おくれや新規雇用など交付の条件を満たせなか

ったことにより、不用額となったものでござい

ます。 

 次に、１２７ページをお願いします。 

 １２７ページの上段でございます。マイナン

バー活用事業でございます。予算現額３００万

円に対して、決算額は３０００円で、２９９万

７０００円の不用額となっております。これは、

マイナンバーカードの普及促進のための新規事

業でございまして、自治体ポイントを利用して

特産品を購入してもらう仕組みでございますが、

今回立ち上げたばかりの新規事業ということで、

申し込み件数が１件しかなかったことによるも

のです。 

 続きまして、予算流用について説明をいたし

ます。 

 一般会計の歳入歳出決算書をお願いします。

決算書の１５３ページをお願いします。 

 １５３ページで、目の１・商工総務費の備考

欄をごらんください。一番下になりますが、目

２・商工振興費から１３節・委託料へ流用４８

万６０００円は、第三セクターのかがみ街づく

り株式会社について、市が保有していた株式を

売却するに当たり、適正な価格の評価業務につ

いて税理士の方に委託するため、流用したもの

でございます。 

 次に、１５５ページをお願いします。 

 商工振興費の備考欄、下から４項目めでござ

いますが、１５節から１３節・委託料へ流用２

４９万５０００円でございますが、これはハー

モニーホールの多目的広場を改修するに当たり、

実施設計の業務委託に係る経費分について工事

請負費から流用して執行したものでございます。 

 次に、１５９ページをお願いします。 

 観光費の備考欄、一番下になりますが、１８

節から１１節・需用費、修繕料への流用１５１

万円は、日奈久温泉施設・ばんぺい湯の給湯ボ

イラー、加圧ポンプや、日奈久イベント広場の

配電盤等を緊急修繕するために流用したもので

ございます。 

 次に、その１つ上になりますが、１５節・工

事請負費に予備費から４５３万９０００円を充

用しております。これは、東陽交流センター

「せせらぎ」において、温泉をくみ上げるため

の泉源モーターポンプに落雷が原因と思われる

不具合が生じ、緊急点検及びケーブル保護工事

が必要となったため、予備費から充用して対応

したものでございます。 

 続いて、教育費の所管分について説明をいた

します。 

 資料は、主要施策に関する調書に戻っていた

だきまして、１７１ページをお願いします。 

 それでは、１７１ページ上段の指定文化財保

存管理事業でございます。文化財の保存、管理

のために必要な措置を講じ、国、県による上位

指定等のための文化財調査を進め、八代に残る
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重要な文化財の保護を図るための事業でござい

ます。 

 決算額は１１００万６０００円で、特定財源

として国からの文化遺産総合活用推進事業補助

金が６７１万４０００円、その他特定財源とし

て、やつしろ文化振興基金からの繰入金１２９

万９０００円がございます。 

 平成３０年度の主な事業内容としては、日本

遺産認定申請の前提となる歴史文化基本構想の

策定事業として６７６万９０００円、民俗文化

財公開活用補助金７１万８０００円、国選択無

形民俗文化財、八代・芦北の七夕綱の調査事業

負担金４６万円、やつしろ文化振興基金を活用

して、妙見祭神幸行事の衣装整備などを対象と

するやつしろ文化振興基金活用事業補助金１２

９万９０００円等がございます。 

 不用額が５００万５０００円となっておりま

すが、文化庁の国庫補助事業を活用した歴史文

化基本構想策定業務について、予算に計上して

いました事業申請額よりも交付決定額が減額と

なったことから、事業内容を見直したことによ

る業務委託料等の執行残が主なものでございま

す。 

 今後の方向性としては、市による実施、現行

どおりとし、文化財所有者による文化財保護の

取り組みが適切に行われ、積極的な公開活用が

図られるよう、各種補助事業を活用しつつ、指

導や助言などを含めた支援を行ってまいります。 

 次に、１７３ページをお願いします。 

 上段の民俗伝統芸能伝承館（仮称）整備事業

ですが、こちら、ユネスコ無形文化遺産に登録

されました八代妙見祭を初め、市内各所の無形

民俗文化財の保存継承や後継者育成とともに、

公開による情報発信を行い、各地域の伝統文化

財を生かして本市の活性化が図られるよう拠点

となる施設の整備を進めるものです。 

 平成３０年度は、プロポーザル方式により設

計業者を選定し、基本・実施設計業務を委託す

るとともに、建設予定地である厚生会館別館の

解体に係る設計業務を委託しております。 

 決算額は３４５９万１０００円で、財源とし

て地方債４３０万円のほかに、まちづくり交流

基金繰入金３０２３万６０００円を充てており

ます。 

 現在の進捗状況でございますが、実施設計を

終え、先般の議会で補正予算を御承認いただき

ましたので、建物の建築及び関連工事と内部の

展示物制作業務委託を入札に付しているところ

でございます。 

 なお、基本設計に当たり、関係団体の代表者

及び一般公募の市民によりますワークショップ

を４回開催し、各方面からの御意見を設計に反

映させたものとなっております。 

 今後の方向性としては、市による実施、現行

どおりとし、先ほど御説明いたしました施設の

設置目的に沿った施設を整備するとともに、伝

統文化を生かした持続可能な地域おこしを目指

す仕組みを整えていく必要があると考えており

ます。 

 次に、１７６ページをお願いします。 

 上段の大規模スポーツ大会等誘致事業でござ

いますが、大規模スポーツ大会の開催やスポー

ツ合宿を誘致することで、にぎわいの創出や交

流人口の拡大を図るため、大会や合宿の誘致活

動や団体への助成を実施する事業でございます。 

 決算額は６４７万１０００円で、特定財源と

して、国の地方創生推進交付金２００万６００

０円及びふるさと八代元気づくり応援基金繰入

金２００万６０００円を充てております。 

 主な内容として、東京オリンピック事前キャ

ンプ誘致推進実行委員会への負担金２７７万８

０００円、スポーツ合宿の誘致や台湾バドミン

トン協会への誘致活動に係る旅費として１２３

万４０００円、合宿応援補助金や大会等運営補

助金２４３万２０００円でございます。 

 平成３０年度は、東京オリンピックの事前キ
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ャンプ誘致に重点的に取り組んでおり、相手国

を台湾、競技種目をバドミントン競技とし、こ

れまでに本市と台湾との間でジュニア選手の派

遣など交流を進めまして、本年９月に、台湾バ

ドミントン協会と八代市、熊本県バドミントン

協会、八代市バドミントン協会との４者による

スポーツ分野における友好交流覚書を締結した

ところです。 

 今後の方向性は、市による実施、現行どおり

としており、東京２０２０オリンピックのバド

ミントン台湾代表チームの事前キャンプ誘致や、

相互のジュニア交流などを進め、スポーツの振

興のみならず、にぎわいの創出や交流人口の拡

大を図ってまいります。 

 次に、１７７ページ上段の２０１９女子ハン

ドボール世界選手権大会開催事業でございます

が、本年１１月３０日から１２月１５日にかけ

て、女子ハンドボールの世界一決定戦である２

０１９女子ハンドボール世界選手権大会が八代

トヨオカ地建アリーナを含む県内の５つの会場

で開催されます。 

 世界各国から選手団や大会関係者、観客など

多くの方々が本市を来訪されると見込まれてお

り、本市でも昨年７月に実行委員会を設立し、

大会の成功へ向けて、競技団体や関係機関との

連携を図りながら、オール八代で、万全を期し

て開催準備を進めているところです。 

 平成３０年度は、８月にデンマークからプロ

チームを招待して行われたおりひめカップや、

１１月から１２月にかけ、世界選手権のプレ大

会と位置づけた女子ハンドボールアジア選手権

が開催されるなど、本番へ向けての準備を進め

てまいりました。 

 決算額は、八代市実行委員会への負担金４０

０万円、大会組織委員会への負担金５０００万

円で、特定財源として、全額、まちづくり交流

基金繰入金を充てております。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

現行どおりとしております。大会がいよいよ来

月に迫ってまいりました。市を挙げての歓迎機

運の醸成に努めてまいりますので、御指導、御

協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 次に、教育費分で不用額の大きかったものに

ついて説明をいたします。 

 資料は、少し戻っていただいて、１６７ペー

ジをお願いします。 

 １６７ページ下段の厚生会館・文化センター

自主文化事業でございますが、予算現額１６４

２万２０００円に対して、決算額は１４４５万

６０００円で、不用額が１９６万６０００円と

なっております。これは、自主文化事業のチケ

ット売れ行きが好調であったため、広告料や新

聞折り込み手数料の執行残が生じたためなどで

ございます。 

 次に、１７９ページをお願いします。 

 １７９ページ下段の東陽運動公園施設整備事

業でございます。予算現額６０７６万７０００

円に対して、決算額は５０３０万６０００円で、

１０４６万１０００円の不用額となっておりま

す。これは、グラウンド排水改修工事の設計見

直しによる予定価格の減及び入札残によるもの

でございます。 

 続きまして、教育費関係の予算流用について、

主なものを説明します。 

 決算書のほうをお願いいたします。決算書１

９５ページになります。 

 社会体育費の目１・社会体育総務費の備考欄

の上から２行目をごらんください。２節から３

節・職員手当等への流用１６１万２０００円は、

大規模なスポーツイベントの開催準備に伴い時

間外勤務手当が不足したため、流用したもので

ございます。 

 次に、１９７ページをお開きください。 

 同じく、目３・社会体育施設費の備考欄、一

番下をごらんください。１３節から１１節・需

用費、修繕料への流用６９１万２０００円は、
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市民球場施設整備事業において高圧受電設備改

修の予算を委託料にて計上していたため、修繕

料へ流用して執行したものでございます。 

 それでは、最後に災害復旧費、説明いたしま

す。資料は主要施策調書のほうに戻りまして、

１８３ページをお願いします。 

 １８３ページ下段の商工施設災害復旧事業、

繰り越し分ですが、こちらは熊本地震により被

災したさかもと温泉センタークレオンの災害復

旧工事で、平成２９年度からの繰越事業です。 

 決算額は１７７９万８０００円、財源には地

方債１７７０万円を充てております。 

 主な内容は、レストラン、浴室、機械室等の

破損箇所の改修工事でございます。 

 不用額は５００万２０００円で、入札残額で

ございます。 

 この事業は、平成３０年度で終了いたしまし

たので、事業完了といたしております。 

 以上で経済文化交流部所管の決算についての

説明を終わります。御審議のほどよろしくお願

いいたします。 

○委員長（村川清則君） ただいま説明が終わ

りました。 

 それでは、以上の部分について質疑を行いま

す。質疑ありませんか。 

○委員（野﨑伸也君） １１８ページから１２

０ページまでですかね、それぞれの地域の祭り

事業の件で書いてあります。それぞれですね、

要改善というふうにですね、なってる部分が多

いんですよね。ただ、愛鏡祭だけが現行どおり

というふうになってるみたいなんですけれども、

この理由というのは何ですか。改善の理由と現

行どおりという、この２つの方向性があるんで

すけれども。 

○経済文化交流部次長（岩崎和也君） こんに

ちは。(｢こんにちは」と呼ぶ者あり）経済文化

交流部次長の岩崎です。よろしくお願いします。 

 鏡の愛鏡祭につきましては、主催、会長のほ

うが市長にこれまでなっておりました。ほかの

支所に関しましてはですね、鏡支所以外が市長

ということで、鏡支所につきましては、それぞ

れの。３０年度におきましては、今申し上げま

したように、愛鏡祭だけがまち協の会長さんが

主催者、――会長と。それ以外の支所のお祭り

につきましては、市長が会長というような形に

なっておりましたので、残りの支所につきまし

ては、それぞれのまち協の会長さんにお願いす

るというようなことで要改善というふうにさせ

ていただいております。市民協働によるイベン

トの実施というようなことから、要改善という

ような方向性を示したところでございます。 

 以上でございます。（委員野﨑伸也君「わか

りました」と呼ぶ） 

○委員長（村川清則君） よろしいですか。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（村川清則君） それでは、ほかにあ

りませんか。ございませんか。 

○委員（野﨑伸也君） 八代港ポートセールス

事業、１１１ページでございます。これも毎年

毎年、予算額が、助成ちゅうか、利用する数が

ふえてきているんで、利用額のほうもですね、

予算額もふえてきているということなんですけ

ど、前から言っているんですが、方向性として

書いてあるのはわかるんです。ある一定のとこ

ろの競争力できるところまでという話なんです

が、毎年毎年、この予算額が伸びてきていると

いうのはありますんで、そこのところのですね、

整合性ちゅうかですね、方向性は理解するとこ

ろですよ。熊本県もやっているんで、もう少し

一緒にやって、競争力つくまでという話はわか

るんですけど、なかなかですね、かなりの額に

上ってきていますんで、ここら辺のところ。ま

だまだ競争力、やはり足りないというふうなと

ころなんですかね、やっぱ。いかがでしょう。 

○理事兼国際港湾振興課長（南 和治君） 国

際港湾振興課、南です。よろしくお願いいたし
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ます。 

 今御質問の件ですけども、確かに、おっしゃ

るようにですね、毎年、予算のほうは伸びてき

ております。これはコンテナの取扱量がふえて

きている関係で予算のほうも伸びてきているん

ですけども、まだまだ、ほかの港とすると競争

力が足りないというところで、主要港の博多と

かですね、福岡の港と比べますと、運賃のほう

もかなり高いというふうな状況になっています

ので、まだもうしばらくはこの助成を続けない

と、逆に今ある荷もよその港に流れていってし

まうという状況にありますので、もうしばらく

はこの助成金のほうは続けていきたいというふ

うに思っております。 

○委員（野﨑伸也君） わかりました。 

○委員長（村川清則君） ほかにありませんか。 

○委員（山本幸廣君） １１４ページ、商店街

活性化事業の中で、決算額が数字が出ておりま

すが、その下段の中でですね、通行量の調査業

務委託、いいですか、これが１７万６０００円

かな、委託。委託されて、もう大体完了してし

まって、その数字関係はわかりますか。 

 それ１つと、その下の下段のところです。下

段のところ。施設管理の委託で、がらっぱ広場、

見てのとおり、何してるのかなと、わからない

ような状況で、指定管理をしておるわけであり

ますけども、ここらあたりの指定管理があと何

年なのか、そこらあたり、もう単純にお答えく

ださい。 

○商工政策課長（田中 孝君） 商工政策課の

田中でございます。よろしくお願いいたします。 

 まず、委員お尋ねの１点目の通行量業務調査

委託の結果でございますが、申しわけありませ

ん。手元に持ってきておりませんで、また後日、

資料のほうを配付させていただければと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 それと２点目、がらっぱ広場の委託でござい

ますが、あと２年間、今現在の指定管理のほう

が２年間の予定でございます。 

 以上でございます。 

○委員（山本幸廣君） 最初の資料については、

通行量については、よろしければ委員さん全員

に、よかれば資料提出をして、委員長、よろし

くお願いしておきます、執行部に。お諮りくだ

さい。 

○委員長（村川清則君） ただいまの件、いか

がいたしましょうか。資料。 

○委員（上村哲三君） 決算審査だけん別に願

わんでもよか。採決せんでもよかっじゃなかつ。 

○委員（山本幸廣君） 資料は、資料を求めと

るけんでから、全員に、私だけもらうとならよ

かばってんが、全員にもらったらどうですかと

いうことです。 

○委員（上村哲三君） ああ、その確認だけな

らば。 

○委員（山本幸廣君） その確認だけ。 

○委員長（村川清則君） いいですか。 

○委員（山本幸廣君） はい。 

○委員長（村川清則君） それでは、そのよう

にお願いいたします。 

○委員（山本幸廣君） 今、指定管理があと２

年ということであります。よろしかれば、本議

員の考えですけども、これ、指定管理しなきゃ

いけないのかなという、今になってですよ。そ

のように思うんですが。 

 現行どおりということでありますので、現行

どおりでいかれると思いますけども、ここらあ

たりの見直し等もですね。何かの活用・利用と

いうのを、がらっぱ広場の。もう少し活用・利

用をしていかなければ、市民のためになるのか

なというようなことをですね、常日ごろですね。

あの商店街というのは、公のＣＷがありません。

トイレがないんですよ。トイレの設置等もして

ない、一番の繁華街の中でですね、飲食街の中

でも公のトイレがないという、ＣＷがないとい

うことでですね。ここに設置したらどうかとい
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うことで、指定管理しとるもんだからですね、

なかなか、それについてもできないような状況

でしょう。そこらあたりお答えください。 

○商工政策課長（田中 孝君） 今お尋ねのト

イレの件でございますが、がらっぱ広場のほう

はイベントをですね、メーンに行っておりまし

て、以前、商店街の方々ともですね、イベント

開催時の設置について、ちょっとお話もさせて

いただいておりますが、どうしても縦長うござ

いますので、がらっぱ広場のほうがですね。場

所とか、においの問題とか、いろいろございま

して、仮設のほうも含めてですね、なかなかう

まくいっていない状況ではございます。 

 以上でございます。 

○委員（山本幸廣君） これはもう、通行量も

含めて、商店街の方々、市民の方々も、もう毎

回ですね、あそこに公衆のトイレをつくったら

どうだろうかと、いろんな意見が出ておりまし

てですね。これは本当に検討する必要があると

思います。ぜひともですね、この件については

ですね、真剣に捉えていただきたい。 

 １丁目の角から上下する中で、公衆のトイレ

ありません。ＮＴＴの前まで行きますので、高

齢化になりますと、尿漏れじゃありませんけど、

本当、途中でせにゃいかんというふうな状況で

すね。もう大変な方々を見ることがあります。 

 それで、酔われて、つかみ合のけんかされて、

いろいろと問題が、警察の問題あったという、

そういう問題も最近あってるんですよね。 

 そういうことでありますので、よろしかれば、

がらっぱ広場に公衆のトイレ等もですね、設置

の考えをしていただければなと。この予算見た

中でですね、何かイベントがあったときしかあ

いてないもんですから、中に入ってみたら、何

もないというふうな状況で、本当に公衆トイレ

が少ないということで、そういう市民の意見が

多いわけでありますので、我々は市民を代弁す

る立場ですので、ぜひとも御検討していただけ

ればなというように思います。 

○委員長（村川清則君） 要望として。 

○委員（山本幸廣君） はい。 

○委員長（村川清則君） ほかにありませんか。 

○委員（野﨑伸也君） １１５ページの八代圏

域ツナガルインターンシップ推進事業です。決

算額が約２６００万というようなことなんです

けれども、これは実績というようなところは、

何か数値的なところで。お答えできますか。予

算額が非常に多いな、大きいと思うとですよ。

それがきちんと使われているんだなというのは

わかるんですけれども、実績というのはどのよ

うな出ているのかどうかということと、もう一

つなんですが、一般社団法人八代圏域雇用促進

センターのほうが今後、独自収益を確保して、

民間で実施するようにしたいですという方向性

なんですけれども、独自事業で収益を確保する

って、どういった事業なんですか。 

○商工政策課長（田中 孝君） まず、委員お

尋ねの１点目の実績の部分でございます。イン

ターンシップのマッチング事業というのを行っ

ております。それにつきましては、昨年度で短

期と長期合わせてでございますが、学校が高校、

短大入れまして５校、２０２名の生徒さんを７

８社のほうにインターンシップという形で御案

内をしてございます。 

 さらに、ほかの取り組み実績といたしまして

は、企業向けのセミナーを３回開催をし、参加

者としましては延べで７６名参加をしていただ

いておる状況でございます。 

 最後に、企業説明会ということで、８月、１

０月にイオン八代、またハーモニーホールのほ

うで企業さんにお見えいただいて、高校生の方

等に来場していただいてというようものも行っ

ておりますが、その際、来場者としては約１３

０名、２回で１３０名来ていただいておりまし

て、着席して話を聞いている、目測でございま

すが、７２名ほど、それぞれ座られてですね、
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聞かれていたというような状況でございます。 

 さらには、もう１点、説明会をきっかけにで

すね、就職した方というのは、市内の短大の卒

業者で４名ほどいらっしゃるという状況が今現

在把握しておる状況で、御説明させていただき

たいと思います。 

 それと、もう１点でございます。令和３年度

からの収益事業ということでございますと、今

現在、八代圏域雇用促進センターで行っており

ますのが無料職業相談という形でございます。

この場合はお金を取ることはできませんが、今

後、免許といたしまして有料職業相談という部

分をとりますと、職業相談及び紹介することで

お金を取ることができるという部分もございま

すので、今後、これをとれるようにですね、指

導していって、そうできるようにさせていきた

いというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員（野﨑伸也君） わかりました。 

 ２６００万使って、結果的に八代市内の企業

さんのほうに就職していただきたいという事業

だと思うとですよ。マッチングさせて。実績と

いうのは、今回言われている４名というところ

が予算に対してどうなんだろうというふうには

思うんですけれども。 

 あと、今後の収益として、職業相談というこ

とを言われたんですけれども、ハローワークと

かと競合しないんですか。 

○商工政策課長（田中 孝君） 先ほどお尋ね

のハローワークの件でございますが、私どもの

ほうが各学校に直接御案内したりとかですね、

それと企業様相手に説明会を開いたりというこ

とで、直接行っておりますので、今現在、フリ

ーにハローワークのほうに相談に行かれる方と

は一線を画した上でですね、事業を進めている

ところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（野﨑伸也君） さっきも言いましたけ

ど、予算に対して４名、就業、就職したという

のが多いのか少ないのかはよくわからんとです

けれども、今後もそういったマッチング事業と

いうのはニーズとしてあるのであればですね、

やっぱり続けてほしいなと思いますし、続ける

ためには、やっぱり有料事業というか、収益を

確保していかんと、どうにも、社団法人という

のも存在できないんだろうと思いますんで、も

う少し、やっぱり、民間実施というふうになっ

とっとですけれども、市ができるところはです

ね、手伝ってやっていただきたいなというふう

に思います。 

○委員長（村川清則君） ほかにありませんか。 

○委員（山本幸廣君） １１６ページ、工業振

興の補助助成事業の件についてお伺いをいたし

ます。 

 先ほど来、説明が次長からありましたが、不

用額について、もう一回だけ説明していただけ

ますか。 

○商工政策課長（田中 孝君） 不用額につい

てでございますが、工業振興補助助成事業と申

しますのが、工場等の建設補助金または用地取

得等の補助金、さらには雇用に応じての補助金

というのがございます。指定を受けまして、当

初の予定期間内に工場のほうを建設され、また

雇用の条件をクリアされるということ、おおむ

ね指定から２年間ほどをめどにですね、予算計

上しております。ただ、今回、それに間に合わ

なかったというふうなことで、このような形で

不用額が出ておるところでございます。 

 まず、工場等の補助に申しますと、おおむね

２件ほどが間に合わなかったと、雇用面では６

社ほど間に合わなかったという状況でございま

す。 

 以上でございます。 

○委員（山本幸廣君） ずぶの素人で。監査委

員がおられますけども、私の感覚としてはです

ね、今、内容を聞きましたので、不用額を次年
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度に繰り越すということはできなかったのかな

というふうな気もしてならないんですけども、

そこらあたりについては監査委員、よろしかれ

ば。 

○監査委員（江﨑眞通君） 繰越事業につきま

しては、実際は、その年度で、例えば、３０年

度で事業を行っている場合に負担行為を起こし

て、それが完了しない場合には繰越明許という

形になりますけれども、この補助金の場合は、

まだ事業自体が完了してないということで、負

担行為はまだ設定できないということで、繰越

事業にはなじまないというようなことだと思い

ます。 

○委員（山本幸廣君） 今、監査委員から、な

じまないということでありますので、認識の違

いはある、私とは少し認識の違いありますけど

も、なじまないということで理解をいたしたい

と思います。 

 ただ、この不用額の中で、今説明が、担当が

しましたけれども、次年度なり、次の年度なり、

またこの補助を活用したいという気持ちはあら

れるところがあるんですか。そこあたり、ちょ

っと聞こう。聞かせてください。 

○商工政策課長（田中 孝君） この事業自体

が、当初の計画で着工の予定を私どもも確認し

ておりまして、それで事業の都合上、進められ

ているんだが、着工が間に合わなかったという

ところでございますんで、事業が進めているタ

イミングでまいりますと、本年度に進出という

ようなことも当然あります。というところでご

ざいます。（委員山本幸廣君「はい、オッケー」

と呼ぶ） 

○委員長（村川清則君） よろしいですか。 

○委員（山本幸廣君） はい。 

○委員長（村川清則君） ほかにありませんか。 

○委員（田方芳信君） １１１ページの八代港

のポートセールス事業で、企業訪問の普通旅費

でですよ、２８３万８０００円使って、旅費、

お金使っている。４２６社を回っていらっしゃ

るといいますけど、これが実績、結果なんかは

どのようになっていますか。回られた結果。 

○理事兼国際港湾振興課長（南 和治君） 旅

費を使いまして、確かに、これだけの件数、訪

問とかですね、面会とか、やっておりますけど

も、実績としては、それが直接、数字で幾つと

いうのはないんですが、訪問したところで、新

規で我々が訪問したときに、では八代を使って

みようかなとかですね、そういう八代の条件が

あるんであれば、今後検討しましょうという話

をいただいたりとかいうのは幾つもいただいて

おります。 

○委員（田方芳信君） では、実績とかいうの

は、まだ結ばれてはいないということですかね。 

○理事兼国際港湾振興課長（南 和治君） 済

みません。ここで数字を幾つというのはわから

ないんですけども、訪問した結果で八代港を利

用いただいたというのはあります。（委員田方

芳信君「わかりました」と呼ぶ） 

○委員長（村川清則君） よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

○委員（鈴木田幸一君） ちょっとだけですね。

１２５ページのですね、海外クルーズ船急増に

伴う観光資源強化事業なんですけど、これはち

ょっと、ここでこの質問すっとが適当か、この

皆さんに聞くのが適当かわからんとですけど、

外国人の方はどんどん来てくださいとしており

ますが、来られたことによってですね、日本文

化と外国文化が違うじゃないですか。つまり、

私が言いたいのは、非常に、まちを汚すという

かな、ポイ捨てとか、何かいっぱい出てきて、

まちが非常に汚れているちゅうのも、その文化

の違いにあるかなと思いますけれど、そういっ

た関係等の外人の方へのしつけちゅうかな、指

導等につきましては何かしておられるか、お聞

きしたいんですけど。 

○観光振興課長（田中辰哉君） 皆さん、こん
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にちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）観光

振興課の田中でございます。 

 ただいま、インバウンド、外国人の旅行者の

関係のマナーの問題ということでありましたけ

ども、実際にですね、この八代でもクルーズ船

が入りまして、日奈久、あるいは妙見宮といっ

たところに行っております。ところが、そこで、

やはりマナーの違いでトイレの使い方、ごみの

ポイ捨て、あるいは住宅街に勝手に入っていく

とか、写真を撮るとか、いろんな問題が発生し

ております。 

 そういったことで、私どもはですね、船社及

びそこで手配している旅行会社の皆さん方にで

すね、チラシ等を含めて、マナー、日本でのト

イレの使い方、文化の違いについては十分注意

をしながらですね、取り組んでいるところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○委員（鈴木田幸一君） 意見というのは、ち

ょっとおかしいんですけど、やっぱしですね、

外国から見て、ここが変だよ日本人とか、いろ

いろありますけど、やはり日本に来られた以上

は日本文化を知っていただく、また日本もきれ

いに使っていただくというしつけというのはで

すね、非常に大事な部分だと思いますので、ま

すます今後はですね、強化していただく部分が

あるかなと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

 以上です。 

○委員長（村川清則君） 要望という形で。 

○委員（鈴木田幸一君） はい。 

○委員長（村川清則君） ほかに。 

○委員（野﨑伸也君） 済みません。あと２つ

で終わります。 

 マイナンバー活用事業というのがあったんで

すが、予算が３００万あっとって、ほぼ不用額

というふうになってました。１件しかなかった

というふうな説明があったですけれども、単純

に、何ですか、このＰＲは多分されたと思うん

ですよね、事前に。いろんな事業に対して、い

ろんな手法を使って、いつも市の職員さん、や

られていると思いますんで。何がまずかったん

ですかね。 

○観光振興課長（田中辰哉君） ただいまあり

ましたマイナンバー事業の普及というか、活用

についてですね、回答させていただきます。 

 そもそも、これ、総務省のほうがマイナンバ

ーの普及促進ということで、ＪＡＬだったり、

いろんな民間会社のポイントをですね、有効的

に活用して、そして地域の特産物を買っていた

だくような制度でございますけども、そもそも、

このマイナンバーがですね、ことしの４月１日

現在で全国でまだまだマイナンバーのカードの

普及率、これが１３％と、本当、日本人の約１

割ぐらいしか、このマイナンバーカードを取得

してないという状況にあります。恐らく、それ

が一番の要因だというふうに考えております。 

○委員（野﨑伸也君） 頑張られていただけれ

ばと思います。非常にいい事業だと思うんです

よね。いろんなところからお金が入ってくると

いうのはですね。販売促進にもつながるという。

買った人にもメリットがあるというふうに思い

ますんで、来年度はぜひ頑張られていただきた

いと思います。というのは、今のは意見になり

ます。 

 もう１個、済みません。いろんなところでで

すね、ＤＭＯの関係が出てくるかと思います。

ＤＭＯさんを設立されて、今はいろんなところ

から補助金が来て、事業をやられて、非常に何

かこう、潤っているような感じを見受けるんで

すよね。そういうふうに見えるんですけど、結

果的に、最終的には、さっきの一般社団法人じ

ゃないですけれども、ひとり立ちしてもらわん

ばんというところが目標だったと思うんですよ

ね。 

 済みません、ちょっと、何年か後には、そう
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いうひとり立ちを目指して頑張ってもらいます

よというのはあったと思うんですけれども、そ

れはいつがその目標なのかということと、最近

の状況で、ひとり立ちに向けて、うまく進んで

いるのかどうかというのをちょっと教えていた

だきたいです。 

○観光振興課長（田中辰哉君） ただいまあり

ましたＤＭＯについてお答えいたします。 

 ＤＭＯの自立化につきましては、地方創生交

付金を活用しておりますんで、一応、この事業

が来年度までということになっておりますんで、

再来年度には、そういった自立化という形に持

っていきたいなというふうに考えております。 

 ＤＭＯの実態というか、この地方創生交付金

がクルーズ関連の事業を主として取り組んでお

ります。ところがですね、クルーズの入港数を

見てみますと、平成２８年が１２隻、平成２９

年が６５隻と、外国船なんですけども、一旦大

きく伸びましたけども、平成３０年は２８隻と

いうふうに、ことしもですね、３０隻弱、もし

くはそれよりも少ないぐらいかなというふうに、

クルーズ船が伸びてきておりません。 

 そういった中で、クルーズ船の取り組みで着

地型旅行商品とか、そういったことである程度

の運営資金というか、そこで利益を出すという

ようなことも考えてたんですけども、現時点と

しては、そういったクルーズ船の伸びが思った

ように上っていないというところでございます。 

 そういったことで、現在ですね、県と市、ま

たＤＭＯと一緒になって、できる限り、来年度、

ターミナルが完成しますんで、できるだけ多く

のクルーズ客船に来ていただく。 

 また、八代が中国発着のクルーズ船が９９％、

もうほぼほぼ中国発着ということで、ツアーも

ですね、免税店を回ってるという状況にありま

す。ところが、他港の状況を見ると、日本発着

の船とか台湾、香港の船とか、そういった船は

個人旅行者も多くて、地元にお金を落としてい

ただくというようなこともあっとります。 

 そういった中国発着以外の船の誘致もですね、

現在、積極的に取り組んでおるところでござい

ます。 

 できる限り、多くの船の誘致をしながらです

ね、ＤＭＯの自立化に向けて頑張っていきたい

と思っております。 

○委員（野﨑伸也君） ありがとうございまし

た。一生懸命働いておられる方々ばっかりだと

思うんですよ。一生懸命働いとらすとに成果が

上がらんで、最終的には何か、もうやめんばん

てなったらですね、そこにせっかく働いておら

す人たちももったいないというかですね、そう

いうのもありますし、何か市の事業というか、

県の、国の事業でやったのに、そうなってしま

ってはというのがありますので、ぜひ生き残っ

ていただけるようにというかですね、積極的に

市のほうも関与していただいて、頑張っていた

だきたいと思います。 

○委員（山本幸廣君） 関連です。１２５ペー

ジ。今、田中課長から強いお言葉で説明されて

おられましたので、お伺いをいたします。なぜ

ならばということです。 

 この決算書見た中で、第１に質問したいのは

ＤＭＯのことなんですが、その補助金の１９２

２万３０００円、その下の外国人の受け入れの

環境整備、ここらあたりを少し、これについて

ちょっと説明していただけませんか。 

○観光振興課長（田中辰哉君） ただいまあり

ましたＤＭＯやつしろ補助金の外国人受け入れ

環境整備の予算、決算について御説明します。 

 これはですね、大きく、この６９５万のうち

の大きなものがですね、ＤＭＯやつしろのホー

ムページの多言語化ということで執行しており

ます。それともう１点が、クルーズ関係ではな

いんですけども、五家荘に欧米関係のですね、

ツアーの誘致をしております。主な内容として

は、その２つでございます。 
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○委員（山本幸廣君） じゃあ、平成２９年の

決算見ればですね、８９万ぐらいだと思います

が。８９万だと思うんですけども。そういう中

で、この補助金の、外国人の受け入れ、一昨年

とこれは変わらないですかね。今の多言語と五

家荘の、外国人、来られた方の、何かサポート

される方の委託、何かわかりませんけども。少

し減額されておるんですかね、これ。 

○観光振興課長（田中辰哉君） 先ほど、６９

５万の主な事業として、ホームページと御説明

いたしましたけども、ホームページの多言語化

はですね、平成３０年度にやったということで、

平成２９年度は全くそのホームページ関係の予

算がついておりませんので、先ほど言った平成

２９年度は泉地区への欧米関係のですね、ツア

ー造成費用だったということで、平成３０年度

にＤＭＯやつしろのホームページの多言語化と

いうことで約５００万執行しているところでご

ざいます。 

○委員（山本幸廣君） 一昨年も一緒ですか、

その数字は。変わらないですか、６９５万。環

境整備の内容は今聞きましたから。ことしは多

いんですか、平成３０年より、予算は。 

○観光振興課長（田中辰哉君） 平成２９年度

についてはホームページの分の予算がございま

せんので、平成３０年度に関してホームページ

の分の予算、決算がふえたということになりま

す。 

○委員（山本幸廣君） じゃあ、２９年度の、

その環境整備については予算は少なかったとい

うことですよね。意味わからんかな。意味わか

りましたか。２９年度の今の補助金、ＤＭＯや

つしろの補助金の中で、外国人受け入れ環境、

両括弧書いてあるもんですから、２９年度の予

算について幾らですか。予算、決算でも結構で

す。 

○観光振興課長（田中辰哉君） 済みません。

今、ちょっと手元に数字がございませんので、

またちょっと確認して、御説明をしたいと思い

ますけども。 

○委員（山本幸廣君） 我々は、決算を審査し

た中で、次年度の予算に反映するためにも、私

は予算審議しながら決算審議するんですよ。我

々議員というのはですね。議会は。 

 その中で、この決算を見て、今言われました

ような説明ならば、新しい３０年度の予算計上

するときには、やはり下のように、要改善とい

うことで方向性、要改善ですから、予算は必ず、

やっぱしふえるか下がるか、どっちかと思うん

ですよね。改善するところ。改善するところが

ないような説明が今あったんですよ、課長から。 

 それはなぜかといいますと、クルーズ船が二

十何隻、３０。やっぱし、改善するのはいいほ

うに改善をしていく。これはもう、今の現状で

はですね、予算化でも、なかなか難しい状況で

すよ。２００隻という、県の蒲島さんは言われ

ましたよ。２００隻、八代のクルーズ船は寄港

するんだと、強い言葉でマスコミに報道された

んです。 

 ところが、最近、もう私も、大変、私の友達

も、もう引き揚げたいという状況。ある会社で

すよ、これ。ある会社、もう引き揚げると。近

いうち引き揚げると思います。大きな会社です

けども。なぜかというと、クルーズ船がどんど

んどんどん減ってきて、寄港が少なくなってき

て、先の見通しがつかないということを、やっ

ぱ会社というのは、これはもう企業経営ですか

ら、なかなか難しいというようなことでですね、

先日、一緒にお話をした経緯がありますけども、

大変厳しいというような状況だと。 

 今、担当の田中君が言ったように、なかなか

クルーズ船が寄港しない、少ない。だけど、そ

れだけのやっぱ対応をしなきゃいけない。これ

は私は理解します。これは理解します。ところ

が、やはり、一般財源であろうが、国、県の持

ち出しでも一緒なんですけども、やっぱり、そ
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こらあたりについてはですね、次年度にどう反

映するかということを考えながらですね、決算

でその説明ができるような対応をしておってい

ただければなと思います。 

 そうしなければ、決算でですね、先ほど来も

農林水産にも言ったんですが、認定して、じゃ

あ、それで終わりなんだということじゃなくし

てから、やはり次年度にどう予算に反映するか

ということをですね、もう、だから次年度に反

映して、じゃあ、この決算、どうですか。３０

年度決算は、やはり２３隻か３０隻で終わった

と。これじゃ何にもならないですね、予算化し

たのは。 

 そういうふうに、今説明を聞きながらですね、

ＤＭＯのこと、野﨑委員もＤＭＯの質問されま

したけども、残って、ひとり立ちをできるよう

な、私たちは予算を議会で議決をした一人であ

ります、私は。ＤＭＯについても。そのかわり、

次は、いつかはひとり立ちするような民間の企

業として巣立ってほしいと、これが私たちが議

会で可決に賛成した一人なんですよ。野﨑委員

が言ったと思いますけども。皆さん一緒だと思

いますよ。 

 そういう中で、応援をしていかなきゃいけな

いけれども、結果的にクルーズ船対象としよっ

たというのは、こういうふうなマイナスが出て

くるわけですね。やはり、それは反省をしなが

ら、じゃあ、どうしたらいいのかということを

ですね、検討していただきたいなと思いますし。 

 例えばですよ、八代城の横に柳川の船が泳い

でおりますが、私の友達もあそこの船頭してで

すね、ずっと応援して、やっぱやったんですが、

なかなか難しいですね。これも難しいですね。

人力車も一緒ですね。中国人、乗らないですね、

人力車に。乗りません。船にも乗りません。こ

れは中国はですね、船に乗るのはですね、長江

大橋から流れてくる、あがんところは乗るばっ

てんが、本当、日本の八代城のお船には乗らな

いです。これもやっぱしですね、ＤＭＯのです

ね、大変心配してるところのあるわけですので、

もう少し、私たちも議会もですね、協力をせに

ゃいかんと思っておりますし、決算書見て、そ

ういうふうに感じましたので、もう部長、答弁

要りませんから。 

○委員長（村川清則君） 意見として。 

○委員（山本幸廣君） はい、意見として。 

○委員長（村川清則君） ほかにありませんか。 

○委員（谷川 登君） ちょっとお聞きいたし

ます。１１８ページから１２０ページの間に関

することなんですが、各地区でですね、御存じ

のとおり、いろんな地区の事業、祭りがあっと

ります。そういう中で、やはり各地域の特産品

を求めて来られますが、早速ですね、千丁のほ

うが１０月２１日に、い草まつりが開催され、

そして、東陽のしょうが祭、そして、最後には

坂本町のふるさとまつりということで終わって

おりますが、そういう中で予算額が４００万に

対して決算額４００万と、非常に不用額もなく

してですね、非常に計画どおり、職員の方々、

また実行委員会の皆さん、本当に大変知恵を絞

りながら、芸能人あたりもですね、考えて、ど

うにかして人を寄せるというような職員の皆さ

んの力が必要になってきます。 

 そういう中で、ちょっと確認したいんですが、

これだけの事業をされますから、広報のやり方

ですたいね。例えば、テレビとか、いろんな報

道があると思います。どういったやり方、チラ

シとかありますが、積極的にやっていただきた

いのは、やはり、天気にも関係しますが、来た

らば早速ですね、東陽のショウガを買いに来る

ためには、東陽のここ、どういった呼び方、人

を寄せるか、そういったこともですね、ちょっ

と聞かせていただければなというふうに思って

おります。 

○観光振興課長（田中辰哉君） ただいまあり

ました各支所の祭りについて、祭りの広報につ
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いてですね、御説明をいたします。 

 それぞれの祭りでは、ポスターやチラシを作

成しております。私たちも一緒になってですね、

市の観光施設等にはですね、ポスター、チラシ

を配布しているところでございます。 

 あと、市の私どもの観光のサイト、きなっせ

やつしろのほうにもですね、祭りの情報は載せ

ているところでございますが、ただいま委員か

らありましたようにですね、そこの見せ方、そ

の辺の工夫は必要かなというふうに今感じたと

ころでございます。東陽であれば、そうやって

特産のショウカが買えるとかですね、鏡であれ

ば畳とか、そういったものをちょっと見せ方と

いうか、前面にですね、アピールするような工

夫を今後考えていきたいと思っております。 

○委員（谷川 登君） ありがとうございまし

た。本当に職員の皆さんには今後ですね、知恵

を出しながら、みんなで、この予算内でですね、

芸能人とか、五木ひろしを呼べばですね、かな

りかかりますので、そういったいろんな、お互

い職員同士での会話を持ってですね、コミュニ

ケーションとって、ぜひ、この祭りをですね、

今後とも、予算は非常に厳しいと思いますけれ

ども、ぜひですね、頑張っていただきたいとい

うふうに思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（村川清則君） ほかにございません

か。 

○委員（山本幸廣君） きょうは監査委員もお

られますので、今回の財政の健全化についての

意見書をちょっと読ませていただきました。本

当によくまとめていられて、私も決算のときに

は、議員として少し頑張らないかんなという気

持ちでいっぱいでおりました。 

 将来の負担比率が増加しているという監査委

員の指摘、意見書の中にありますが、私もその

とおりだと思います。これは今後、大型の環境

センターが終わり、元金償還が始まるし、また、

実質、新庁舎関係等があります。伝承館と言う

といけませんけれども、伝承館、さらにまた、

大きな大型の事業というのがですね、八代には

必要にある時期が来るだろうと。と同時に、市

民の方々が固定資産税、保険税等々についても

高いとか安いとか、高いとかですね、そういう

状況にありますので、審査の意見、監査委員が

出された中で、本当に私もこのとおりだと思い

ます。 

 やはり、元金償還が生じることからですね、

これから、１つは比率の推移というのを下げて

いくためにも、議会も一生懸命なってですね、

それは協力するという、そういう認識と、そし

てまた、きょうはこの委員会、商工、農林の委

員会ですけども、職員も一緒になってですね、

この将来の比率を下げるような、負担比率を下

げるような努力をするという認識をですね、共

通認識を持って頑張っていければなと、そのよ

うに思います。 

 これは意見ですので、監査委員の意見を集約

しながら、私は話したんで、そういうことでよ

ろしいでしょうか。 

○委員長（村川清則君） 意見として。 

○委員（山本幸廣君） はい。 

○委員長（村川清則君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村川清則君） ないようでしたら、

以上で質疑を終了いたします。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

○委員（野﨑伸也君） いろいろと説明いただ

きまして、八代市のほうが潤うというかですね、

もうけるような施策を展開していただいてるか

なというふうに思うんですよ、いろいろなとこ

ろでですね。 

 今回、この３０年度のやつを見る中で、かな

りお金使われているのは、やっぱりクルーズ船

の関係じゃないのかなというふうに思うんです

よね。地方創生とかの関係で、国からの補助金
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はあるんですが、よくよく見ると、同じぐらい

の一般財源をかけているというのはあるんです

よね。ということは、今までもよく言われてた

んですけど、最少の経費でですね、最大の効果

を出すというのがやはり役所というかですね、

市役所の職員の人たちの目標というふうな形で

いろいろと言われておったですけれども、その

クルーズ船の関係にしてもですよ、どのような

指標を持ってですね、どのような、最終的に結

論づけるかというかですね。その事業が終わる

ころには、どういったですね、確認というかで

すね、位置づけというか、結論づけするのかな

というふうに少し思うところがありますんで、

やはり、毎年毎年のことになるんですが、やは

り、きちっと年度年度のですね、事業の進捗だ

ったり、あとは効果だったりというのをですね、

きちんとまとめながらですね、次の年につなげ

ていけるように、そしてまた、八代市が潤うよ

うにですね、頑張っていただければというふう

に思います。 

○委員長（村川清則君） ほかにありませんか。 

○委員（上村哲三君） 決算審査についてはで

すね、市の当初予算は性善説予算というふうに

私は今までも言ってきました。必要ということ

であるから当初予算を組むんだと。その中でも、

最後にちゃんとしなければならないのは、検証

をちゃんと毎年行うこと、各部課ですね。検証

を行うこと。そこで、次年度の、進めるのか、

進めないのか、選択と集中を行うこと。これを

やらなければ、予算のですね、有益的な執行に

ならないというふうに思います。 

 そういうことで、商工・観光のほうは特に、

少し気になるところもあります。だから、仕事

を続けて、３年続けてきてるから、これをまた

継続しなければならないって、未練を残さない

ように、ちゃんと年度年度でちゃんとした検証

を行って、選択と集中をして、次年度の事業に

つなげるのか、必要だから委託料を出すのか、

補助金を出すのか。 

 補助金についてはですね、大分きれいになっ

てるような気がします、今回の決算、見させて

いただいてですね。ただ、委託料関係に関して

はですね、少しやっぱり慎重にならざるを得な

いところがあるのかなという気がしました。そ

れについて指摘はあえてしませんけど、そうい

うことはですね、もう私はずっと以前、１０年

前から指摘をしてきたと思いますので、ぜひ、

そこんところは頭の隅っこに置いてですね、や

っていただけなければ、当初予算も性善説予算

にはなってしまわないなというような気がしま

す。 

 岩崎次長あたりはよく御存じだろうと思いま

すので、そのあたりのところはですね。観光振

興のほうもそうです。特に、そのあたりに多い

ような気がしますので、しっかり精査をして臨

んでいただければというふうに思いました。 

 意見でございます。 

○委員（山本幸廣君） １２２ページの日奈久

の観光の、日奈久温泉観光の振興事業、済みま

せんね。岩崎課長がおられたところからの居残

り組なもんですから。 

 まず１つは、この予算関係を見てもですね、

はっきり言って、少なかなというのが私の考え

です。もう少し予算化したらどうかなというこ

とです。 

 今、前、上村委員も言われましたけども、や

っぱ集中と選択の中でですね、投資するところ

は投資、やっぱ節約するところは節約する。特

に委託料関係言われましたけど、その点だと思

います。 

 そういう中で、市による実施の中で、民間委

託拡大とか、市民等との協働と言われておりま

すけれども、１つ私が一番気になっているのが、

岩崎次長が一番御存じ。からくり時計があるん

ですね。部長、前の部長のときは、前の助役も

ずっと、日奈久のですね、散策に、助役が、副
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市長が来たときに、私、一緒にずっと回っとる。

当時の議長からずっとですね。私、自民党おっ

ときですね。ずっとされてですね、１泊２日で。

新助役さん、それから新副市長さん、連れて、

ある、新しかか古かか知らんばってん、そがん

ところも泊めたことありますけども、それでず

っと何軒か行きました。 

 そういう中で、当時、私が経済企業のときに

ですね、旧の山田豊雄という職員がおりました

けども、彼と一緒にですね、あそこのからくり

時計の公園整備をやったんです。ところが、こ

の前行ったところがですね、あそこの喫茶店に

行ったところがですね、喫茶店に行くのは、私

もなかなか行かないものですから、行ったとこ

ろが、私が、おたくはどっから来なったですか

と言わすもんで、夫婦でですね。私は八代市内

です、ああ、そうですかて。こう見てくんない

て、からくり時計はとまっとって、もう半年以

上とまっとって。岩崎次長に電話してからです

ね、忖度すっといけないものですから、岩崎次

長、とまっとっげなって言うてですね。 

 そういうことで、もうでき上がるころだと思

いますけども、観光振興、日奈久のですね。ば

んぺい湯についてもですね、指定管理、あと何

年かわかりませんけども、本当に苦情等が多く

てですね。岩崎次長が一生懸命ですね、日奈久

のまちづくりをやらないかんと言いよったとこ

ろが、突然、異動なされた。道半ばだったと思

いますけども。 

 そういう中で、今回のこの予算見てもですね、

大変少ないなという感じがしましたので、よろ

しかれば次年度、次々の年度ぐらいにはですね、

予算をふやしていただくようにお願いしておき

たいと思います。お願いじゃなくて、意見です。 

○委員長（村川清則君） ほかにございません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村川清則君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第７８号・平成３０年度八代市一般会計

歳入歳出決算中、当委員会関係分について、こ

れを認定するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（村川清則君） 挙手全員と認め、本

決算は認定することに決しました。 

 執行部入れかわりのため、小会いたします。 

（午後２時３３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時３７分 本会） 

◎議案第８２号・平成３０年度八代市簡易水道

事業特別会計歳入歳出決算 

○委員長（村川清則君） 本会に戻します。 

 次に、議案第８２号・平成３０年度八代市簡

易水道事業特別会計歳入歳出決算について、水

道局から説明願います。 

○水道局長（松田仁人君） お世話になりま

す。水道局の松田でございます。着座にて説明

させていただきたいと思います。 

○委員長（村川清則君） どうぞ。 

○水道局長（松田仁人君） 議案第８２号・平

成３０年度八代市簡易水道事業特別会計歳入歳

出決算について御説明します。 

 まず、事業の概要でございますが、本市の簡

易水道事業は、主に山間部に点在する集落ごと

の水道施設で、八代地区１カ所、坂本地区２２

カ所、東陽地区２カ所、泉地区１１カ所、合計

３６カ所ございます。 

 平成３０年度末の給水戸数、給水人口は、八

代地区３６戸の９９人、坂本地区１５９９戸の

２９５４人、東陽地区の２４３戸の５１６人、

泉地区３１７戸の６４２人で、合計の２１９５

戸、４２１１人でございました。 

 建設改良事業でございますが、坂本地区で

は、大平簡易水道整備に係る実施設計の業務委

託を行うとともに、前年度からの継続事業とし

まして、田上地区の葉木地区におきまして浄水
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設備の整備、送水管及び配水管の布設などの整

備を行いました。 

 泉地区では、二重簡易水道整備事業に係る実

施設計の業務委託を行うとともに、前年度から

の繰越事業としまして白岩戸地区において送水

管及び配水管の布設などの整備を行いました。 

 以上が平成３０年度の総括でございます。 

 それでは、平成３０年度八代市簡易水道事業

特別会計歳入歳出決算につきまして、平成３０

年度における主要な施策の成果に関する調書及

び土地開発基金の運用状況に関する調書（その

２）及び平成３０年度八代市特別会計歳入歳出

決算書を用いまして、御説明します。 

 お手元の主要な施策の成果に関する調書の２

１２ページをお願いします。 

 簡易水道事業特別会計歳入歳出の決算額でご

ざいます。歳入決算額合計、歳出決算額合計と

も同額の３億１２４８万４０００円となり、実

質収支額はゼロ円でございます。 

 ２１３ページをお願いします。 

 まず、上段をお願いします。事務事業名、維

持管理事業でございます。 

 この事業は、簡易水道の使用者に対し、毎月

適正な料金の賦課、徴収を行うとともに、施設

の機能を常に良好に保つよう維持管理を行うこ

とにより、安全・安心な水道水を安定供給する

ものでございます。 

 平成３０年度の決算額は５３３１万２０００

円で、その主なものとしまして、水質検査業務

委託費１８１８万７０００円、動力費の電気代

９６０万２０００円、施設の修繕費１０１４万

７０００円などでございます。 

 財源は、事業収入４４７７万５０００円の水

道料金と８５３万７０００円の繰入金でござい

ます。 

 また、不用額３０７万９０００円は、委託料

の入札残や修繕費、消耗品費等の支出残でござ

います。 

 今後の方向性として、水道は独立採算制も重

要でございますが、生活に必要不可欠なライフ

ラインであり、財政基盤が脆弱な簡易水道にお

いては、今後も工事コストの縮減と業務の効率

化を図りながら、費用負担の適正化を勘案し、

安全で安心できる水を安定供給するため市みず

からが行う必要があることから、現行どおり市

による実施としております。 

 次に、下段をお願いします。事務事業名、坂

本地区建設事業でございます。 

 この事業は、坂本地区内の水道未普及地域解

消のため、新たな施設整備や簡易水道の統合、

老朽施設の更新、改良などを行うものでござい

ます。 

 平成３０年度の決算額は４１３７万４０００

円でございます。決算の主な内容は、大平簡易

水道整備に係る実施設計業務委託３９９万６０

００円、田上地区簡易水道整備工事１００６万

２０００円、また同工事の前年度からの繰越事

業分２７３１万６０００円でございます。 

 なお、翌年度への繰越額１２０万円は、市道

下鎌瀬上鎌瀬線の道路改良工事の繰り越しに伴

い繰り越すものでございます。 

 財源は、地方債４１３２万円、事業収入５万

４０００円でございます。 

 また、不用額２６５万７０００円生じており

ますが、主なものは工事請負費の入札残でござ

います。 

 今後の方向性として、簡易水道の施設は老朽

化も進んでおり、今後も安心で安全な水の安定

供給を図るため、計画的に更新、改良を進めて

いく予定であることから、現行どおり市による

実施としております。 

 次に、２１４ページの上段をお願いします。

事務事業名は泉地区建設事業でございます。 

 この事業も、泉地区内の水道未普及地域解消

のため、新たな施設整備や老朽施設の更新、改

良などを行うものでございます。 
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 平成３０年度の決算額は５９１０万４０００

円、決算の主な内容としましては、二重簡易水

道整備に係る実施設計業務委託７１８万２００

０円、落合簡易水道濁度計ユニット購入２９０

万でございます。また、前年度からの繰越事業

分としまして、白岩戸簡易水道整備工事４９０

２万２０００円でございます。 

 財源は、地方債５７４８万円、繰入金５万８

０００円、事業収入１５６万６０００円でござ

います。 

 今後の方向性としましては、先ほど坂本地区

建設費と同様の理由により、現行どおり市によ

る実施としております。 

 続きまして、歳入及び歳出の主な流用額につ

きまして、平成３０年度八代市特別会計歳入歳

出決算書を用いまして御説明します。 

 決算書の８８、８９ページをお願いします。 

 なお、金額につきましては、１０００円未満

切り捨てにて御説明させていただきます。 

 まず、款１・分担金及び負担金、項１・負担

金、目１・簡易水道事業費負担金、収入済額２

３３万円。これは、消火栓設置に係る一般会計

からの工事負担金でございまして、泉地区に７

基、坂本地区に２基設置及び修繕分でございま

す。 

 次に、款２・使用料及び手数料、項１・使用

料、目１・簡易水道使用料、収入済額７００４

万９０００円、これは水道料金収入でございま

す。地区別では、八代地区が１１６万１０００

円、坂本地区が５４０７万５０００円、東陽地

区が７４４万２０００円、泉地区が７３７万１

０００円でございます。 

 なお、現年度分の収納率は９８.２％となっ

ており、前年度分と比較しまして０.１ポイン

トの増となっております。 

 今後とも、訪問徴収の強化など収納率アップ

に努めてまいります。 

 次に、項２・手数料、目１・簡易水道手数

料、収入済額が３万２０００円でございます。

主なものは、簡易水道使用料に未払い等が生じ

た際の督促手数料や給水工事の検査手数料でご

ざいます。 

 ９０、９１ページをお願いします。 

 款３・繰入金、項１目１・一般会計繰入金、

収入済額は１億３３０８万５０００円は元利償

還金や人件費等への充当として基準内５８１６

万８０００円、基準外７４９１万７０００円で

ございます。 

 前年と比較しますと元利償還金の増により８

９２万３０００円の増となっております。 

 款４項１目１・繰越金、収入済額１１万円は

繰越事業分の一般会計繰入分でございます。 

 款５・諸収入、項１、目１・雑入、収入済額

７８９万９０００円。消費税還付金でございま

す。 

 款６項１・市債、目１・簡易水道事業債、収

入済額９８８０万円、これは坂本地区の改良工

事に係る簡易水道事業債、現年度分１４０２万

円、繰り越し分２７３０万円と泉地区の改良工

事に係る簡易水道事業債１００８万円、繰り越

し分４７４０万円でございます。 

 なお、平成３０年度末の債務残高でございま

すが、借入額９８８０万円に対しまして、元金

の支出済額が９９４８万５０００円でございま

したので、６８万５０００円減の１４億２３４

７万２０００円となっております。 

 以上、歳入合計が収入済額３億１２４８万４

０００円となっております。 

 次に、歳出の主な流用額につきまして、御説

明します。 

 ９２、９３ページをお願いします。 

 款１項１・簡易水道事業費、目２・簡易水道

維持管理費、備考欄の１１節より１８節へ流用

２９万８０００円は、東陽地区の箱石簡易水道

におきまして、加圧ポンプ場の自動給水装置が

老朽化により交換する必要が生じたため、需用
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費より備品購入費へ流用したものでございま

す。 

 最後になりますが、令和２年度より簡易水道

事業特別会計は企業会計への移行を予定してお

ります。これは、人口減少等による料金収入の

減少、施設、設備の老朽化に伴う更新投資の増

大など厳しさを増す経営環境を踏まえ、公営企

業の経営基盤の強化や財政マネジメントの向上

に取り組むため、民間企業と同様の公営企業会

計を適用し、経営、資産等の状況の正確な把

握、弾力的な経営を目指すものでございます。 

 今後、条例及び予算等について御相談させて

いただきますので、どうぞよろしくお願いいた

します。 

 以上、議案第８２号・平成３０年度八代市簡

易水道事業特別会計歳入歳出決算の説明とさせ

ていただきます。御審議方よろしくお願いしま

す。 

○委員長（村川清則君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（上村哲三君） 維持管理事業で、水質

検査業務委託とか水道施設監視業務委託てあり

ますね。しばらく前から水道局長にはいろいろ

下鎌瀬、鎌瀬地区の水道の状態について御相談

をしておりましたが、ああいうものについて改

善は得られるんでしょうか。蛇口から出てくる

水の温度が夏が来ようとする時期には、もう４

０度近い温度があってですね、いろんな食品加

工品もつくることができない、飲み水にも適さ

ないという判断を最下流の人たちがしていらっ

しゃって、どうにかならないかということであ

ったんですが、全面的な何か方策なんかは考え

ることができるんですか。それとも、もう今の

まま任せていっちょくというようなことになる

んでしょうかね。繰越明許１２０万は、鎌瀬の

市道に関することと、先ほど説明もあったっで

すが、そういう水の、飲料水の質に対する管理

という面で、そんなずさんな管理で堂々と。簡

易水道といっても、人口要件で簡易水道と呼ぶ

だけで、上水道と変わらないんであってですね。

そういうことからしたら、そんなもんでいいの

かなというふうに感じてるんですが、いかがで

すか、そういう部分に関しては。 

○水道局長（松田仁人君） 今、委員がおっし

ゃりました水温が上がると、４０度というふう

なお話がありましたが、おととし、その前から

で、３年ほど前から上村委員のほうからいろい

ろお話を聞いております。 

 ３年前はですね、なかなか対応が難しかった

んですが、おととしですね、水温の対策としま

して、水温が高いところの最後の管末にですね、

ドレーンというのをつけました。排水口ですね。

一応、常に水温が高い家が何軒か、数軒あった

もんですから、そちらのほうにもお邪魔しまし

て、どれぐらい水温があるのかとか、そういう

のも調査をさせていただきました。 

 現実、もう３２度、３度が私たちが把握して

いる中では、本人と立ち会いの中でですね、水

温あたりを探した中では、やっぱ三十二、三度

です。やっぱり手でさわれば、ある程度、お湯

に近い、お湯のようなですね、ちょっと水温が

ありました。 

 そこで、その対策をするのに、先ほど言いま

したように、ドレーンの設置をしまして、おと

としはですね、水温が大体３２度から２８度、

９度までどうにか下げることができました。と

いうことで、住民の方の御理解は得たところで

ございます。 

 昨年度、３０年度におきましてもですね、そ

の対応で一応やってまいりましたが、なかなか

本人と接触をしておりませんでしたので、どこ

まで、ちょっと御理解を得たのか、ちょっと私

たちのほうでも把握をできておりませんでした。 

 ドレーンから水を抜くことによってですね、

水の流れをつくることによって水温が下がると

いう御理解でですね、今回、おととし、去年で
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すね、対応をしてきたつもりです。 

 できるだけ住民の方とも接触しながらですね、

御理解を得ていただくように頑張っていきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

○委員（上村哲三君） 水道は目の前まで来て

いながら、飲むことができなくて、飲料水はス

ーパーに行って買ってくる、そんなことをやっ

てるのが、簡易水道の実態があったわけですよ

ね。それに対する対応が３年も４年もかかって、

それでもまだ二十七、八度。自分たちのことと

思ってですね、水の管理はしていただきたいと

いう気持ちがあります。２８度といったら、結

構ぬるい水ですよね。だから、そういうのを思

ったら、本当にあなたたちはいつも、以前はも

っと、私は４０度を確認しておりますので、４

０度ぐらい熱かったときを。 

 だから、最初相談したときには、ある程度出

してもらえれば冷たい水が出るなんて言われて

も、出す間の水は水道料金なんですよ、これは。

料金の中に入ってくるわけですよね。だから、

今、ドレーンをつけたということで、それは無

料でしょうから。もう少し早い対応をなされな

いと、結局、あそこの産物であるこんにゃくあ

たりもできなくなってですね。温泉センターで

販売しているやつもできなくなってきてしまっ

たり、いろんな地元、昔からある物産もできな

くなって、やめざるを得なくなったという話。

やめてしまって、何もなくなってしまってから

ではですね、何でも対応しても遅いわけでござ

いますので、ぜひ、これは意見でもう、委員長、

ようございますがですね、そんなつらい時期を

何年も過ごしてこられたちゅう実態が地元の人

たちにあるわけですよ。料金は一緒なんです、

払う料金は。そういうことに不公平性も出てく

るというようなことで、私も、対応をどやんか

できんですかという相談ばっかしをしとった、

ここ二、三年で。私がどうのこうのするわけじ

ゃありませんのでですね、お願いしとったんで

すが、そういう実態を我が身に置きかえてです

ね、ぜひ今後の対応はしていただきたいなとい

う意見で、もうよかです、ここまでで。 

○委員長（村川清則君） 意見として。 

○委員（上村哲三君） はい、お願いします。

決算的には問題ありません。 

○委員長（村川清則君） ほかにありませんか。 

○委員（谷川 登君） 先般のですね、白岩戸

簡易水道工事に、本当にお世話になりました。

ありがとうございました。皆さん、安心してで

すね、生活しながら水を飲んでいただいており

ますが、先般の、この地区においてですね、給

水量が多かったためですね、どうしても水がと

まって出ないというふうなことで、職員の方に

行っていただいたんですが、エア抜きというか、

元のほうをですね、締め過ぎてというふうなこ

とでございましたが、その後のエア抜きの設置

というのは検討はされたのか、ちょっと確認し

たいんですが。 

○水道局主幹兼簡易水道係長（池田尚武君） 

簡易水道係、池田でございます。 

 ドレーンにつきましては、配水池のほうに設

置をしております。 

○委員（谷川 登君） ありがとうございます。

そういったことでですね、今後また二重地区に

ですね、工事が入るわけですが、一人の意見で

すが、各区長さんがいらっしゃいますのでです

ね、区長さんを通してですね、全然無視してで

すね、工事を始めるんじゃなくして、その地域

の人たちに、できればですね、こういった工事

をいたしますというような、代表者を入れてで

すね、説明会並びに今後進めてですね、スムー

ズに工事が終わるようにお願いしたいというふ

うに思います。 

 以上です。 

○委員（山本幸廣君） 決算状況を見ながらで

すね、一番感じたのが、一般会計から繰り入れ

をせないかん特別会計ということを私たちは認
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識、私は認識をいたしました。 

 というところで、いろんな事業を、建設事業

をする中でですね、特に今、両名が言われたよ

うに、私のところも水質が悪いもんですけんで

から、今、スーパーで買ってきて今しよっとで

すけども、毎日、５ケースぐらい買ってからで

すね。風呂だけは今の、私の自分の、うちは上

水じゃないもんですけん、地下水ですけれども。

そういう状況でですね、水質調査をしても害は

ありませんとかなんか、そういうふうな結果が

出たもんですけんでから。だけど、少し黒みが

かってくるもんですから、飲まないんですけど

も。近いうちに地下水を掘りたいと思っており

ますけども。 

 簡易水道については、これだけの、やっぱし、

特別会計で、会計から繰り入れをし、基準外も

こういうふうな状況、７０００万もあるという

状況でですね、大変な私、特別会計をですね、

簡易水道は運営をしておるという状況でありま

すので、みんながやっぱ理解をしてですね、予

算もやっぱし獲得、特に繰り入れ等もしながら、

今、上村委員が言われた、――泉もですね、登

さんが言われたようなですね、副委員長言われ

たような対応というのは、やっぱり自信持って

ですね、対応していただくためにも、こういう

委員会で決算をですね、しっかり見ながら、そ

してまた次年度の予算というのをですね、我々

議員が、じゃあ、それはもうこういう状況だか

ら、少し予算上乗せしなさいということなんで

すよ、早く言えばですね。そういうのがそれな

りに対応できるわけですよ。やっぱり泉だろう

が、坂本だろうが、ずっと私たちもこういう中

で、水は悪かということを聞きますけども。そ

ういう中で、うちは鮎帰もですね、この前、

（聴取不能）してですね、大変でした。だけど

もですね、よくしていただきました。鮎帰もで

すね。もう即ですね、対応していただいて、感

謝しております。 

 そういうことですので、我々議会としては、

予算づけをもう少しして、そして的確な、やっ

ぱり整備をしていただくというふうにですね、

努力をしますし、また執行部も予算要求してく

ださい。監査委員もきょう御出席ですから、そ

の意味はわかっておられると思いますからです

ね。意見です。強い意見です。 

○委員長（村川清則君） 意見としてよろしい

ですか。 

○委員（山本幸廣君） 要望じゃありません。

意見です。 

○委員長（村川清則君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村川清則君） それでは、以上で質

疑を終了いたします。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村川清則君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第８２号・平成３０年度八代市簡易水道

事業特別会計歳入歳出決算について、これを認

定するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（村川清則君） 挙手全員と認め、本

決算は認定することに決しました。 

 執行部入れかわりのため、小会いたします。 

（午後３時００分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時０３分 本会） 

◎議案第８７号・平成３０年度八代市久連子財

産区特別会計歳入歳出決算 

○委員長（村川清則君） 本会に戻します。 

 次に、議案第８７号・平成３０年度八代市久

連子財産区特別会計歳入歳出決算について、農

林水産部から説明願います。 

○農林水産政策課長（豊田浩史君） こんにち

は。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）農林水産

政策課、豊田です。 
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 それでは、議案第８７号・平成３０年度八代

市久連子財産区特別会計歳入歳出決算につきま

して、お手元の平成３０年度における主要な施

策の成果に関する調書（その２）を用いまし

て、御説明いたします。着座にての説明をお許

しください。 

○委員長（村川清則君） どうぞ。 

○農林水産政策課長（豊田浩史君） お手元の

主要な施策の成果に関する調書２２８ページを

ごらんください。 

 事業名、久連子財産区一般管理事業でござい

ます。 

 これは、久連子財産区所有林並びに基金の管

理及び運営を行うもので、決算額１２万４００

０円は、財産区の管理運営を委任しております

久連子財産区管理委員会の年２回の開催分とし

まして、委員７名、延べ１４人分の報酬８万３

０００円と地区内にあります防犯灯１３基分等

の電気代３万５０００円、積立金としまして基

金の預金利息６０００円を積み立てたものでご

ざいます。 

 財源、その他の特定財源１１万８０００円は

基金からの繰入金でございます。 

 今後の方向性では、地方自治法の特別地方公

共団体である財産区が基金をもって管理会に管

理運営を委任しており、平成３０年度末の基金

残高４３９万９０００円を有し、管理運営上、

特段の支障が生じていないことから、現行どお

り市による実施としております。 

 以上、平成３０年度久連子財産区特別会計歳

入歳出決算の説明でございます。審査方よろし

くお願いいたします。 

○委員長（村川清則君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（野﨑伸也君） 管理いただいている方

の委員会の方なんですけれども、高齢化という

ふうなことで、その確保していくというのは非

常に難しいんじゃないかと思うんですが、そう

いったところの状況というのはいかがなもんで

すかね。 

○農林水産政策課長（豊田浩史君） 財産区の

管理会条例というものがございます。これには、

委員は７人をもって組織するという規定がござ

います。そして、任期が４年ということになっ

ております。地元のほうからも、今回、ことし

の１０月１日から新たな任期でスタートされて

おります。７人の方でですね。スタートされて

おりますが、その中でもですね、ちょっと将来

的なことをちょっと不安視される御意見もござ

いました。必要に応じて、管理会、地元全体が

高齢化しておりますので、定員を７人とせずに

ですね、もう少し少人数でもというような御意

見もございますので、状況を見ながらですね、

地元と相談しながら、任期と定数、そういった

ものを検討してまいりたいと。 

 いずれにしましても、財産の管理保全が適正

に行われるようにですね、対処していかなけれ

ばならない。地元の管理会とも相談しながら、

今後進めていかなければならないと思っており

ます。 

 よろしいでしょうか。（委員野﨑伸也君「は

い、ありがとうございました」と呼ぶ） 

○委員長（村川清則君） よろしいでしょうか。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員（山本幸廣君） ４３９万。（農林水産

政策課長豊田浩史君「はい。４３９万円が基金

残高でございます」と呼ぶ）その活用方法とい

うのは、どういうような活用方法というのがで

きるの。定款か規約か条例か何かあっとかな。 

○農林水産政策課長（豊田浩史君） 基金につ

きましてはですね、この後に説明します椎原財

産区もございます。この中に、八代市久連子及

び椎原財産区基金条例というものがございます。

その中で、基金の処分という規定がございます。 

 その処分は、まず１つにですね、財産区の財

産造成費の財源に充てるもの、もう一つが公共
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的事業費の財源に充てるもの。昨年度、久連子

財産区では、町内の街灯をＬＥＤの照明にかえ

たということ、これも基金から活用されて、支

出されております。そういったものでございま

す。それとまた、長期にわたる財源の育成とい

うことで、財産の取得等に必要な経費、それと

また、その他やむを得ない経費、その他やむを

得ない経費というのは、災害など、そういった

ことが起こったときに、そういったものを理由

に生じた経費の財源に充てること、この３つの

部分に財源を充てること、そのためには基金の

処分を可能にしております。 

 以上でございます。（委員山本幸廣君「あり

がとうございました」と呼ぶ） 

○委員長（村川清則君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村川清則君） 以上で質疑を終了い

たします。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村川清則君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第８７号・平成３０年度八代市久連子財

産区特別会計歳入歳出決算について、これを認

定するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（村川清則君） 挙手全員と認め、本

決算は認定することに決しました。 

                              

◎議案第８８号・平成３０年度八代市椎原財産

区特別会計歳入歳出決算 

○委員長（村川清則君） 次に、議案第８８号

・平成３０年度八代市椎原財産区特別会計歳入

歳出決算について、農林水産部から説明願いま

す。 

○農林水産政策課長（豊田浩史君） それでは、

議案第８８号・平成３０年度八代市椎原財産区

特別会計歳入歳出決算につきまして、お手元の

平成３０年度における主要な施策の成果に関す

る調書（その２）を用いまして、御説明申し上

げます。着座にて説明させていただきます。 

○委員長（村川清則君） どうぞ。 

○農林水産政策課長（豊田浩史君） それでは、

主要な施策の成果に関する調書の２３０ページ

をごらんください。 

 事業名、椎原財産区一般管理事業でございま

す。 

 これは、椎原財産区所有林並びに基金の管理

及び運営を行うもので、決算額１０万５０００

円は、財産区の管理運営を委任しております椎

原財産区管理委員会の年２回の開催分といたし

まして、委員７名のうち６名分、延べ１１人分

の報酬６万５０００円と地区内にあります防犯

灯１７基分の電気代３万５０００円、積立金と

しまして基金の預金利息５０００円を積み立て

たものでございます。 

 財源、その他の特定財源９万９０００円は基

金からの繰入金でございます。 

 今後の方向性では、地方自治法の特別地方公

共団体である財産区が基金をもって管理会に管

理運営を委任しており、平成３０年度末の基金

残高３６６万６０００円を有し、管理運営上、

特段の支障が生じていないことから、現行どお

り市による実施としております。 

 なお、今後の方向性の中では、先ほど久連子

と同様に、高齢化も進んでおりますので、久連

子と同様な対応を今後していきたいと考えてい

るところでございます。 

 以上、平成３０年度椎原財産区特別会計歳入

歳出決算の説明でございます。審査方よろしく

お願いします。 

○委員長（村川清則君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（上村哲三君） 今、豊田課長、椎原財

産区の基金残高は本年度末は幾らと言われまし

たっけ。（農林水産政策課長豊田浩史君「３６
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６万６０００円」と呼ぶ）審査意見書は３７６

万円になっているんですけど。基金残高は。１

０万違いますけど。 

○泉農林水産地域事務所長（前田浩信君） 泉

農林水産地域事務所の前田でございます。 

 委員、今お尋ねの件でございますけれども、

３月３１日現在で基金残高が３７６万円ござい

ますけれども、その後の出納整理期間で債権５

０００円、債務９万９０００円の処理をしてお

りますので、そのような金額になっております。 

 以上です。 

○農林水産政策課長（豊田浩史君） 説明が足

りずに申しわけございません。訂正いたしまし

て、３６６万ということです。（委員上村哲三

君「それならわかりました」と呼ぶ） 

○委員長（村川清則君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村川清則君） それでは、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村川清則君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第８８号・平成３０年度八代市椎原財産

区特別会計歳入歳出決算について、これを認定

するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（村川清則君） 挙手全員と認め、本

決算は認定することに決しました。 

 以上で付託されました案件の審査は全部終了

いたしました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、こ

れに御異議ございませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村川清則君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で本日の委員会の日程は全部終了いたし

ました。 

 これをもって経済企業委員会を散会いたしま

す。 

（午後３時１４分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    令和元年１０月７日 

経済企業委員会 

委 員 長 
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